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平成３０年第１回大分県議会定例会

予算特別委員会会議記録（第６号）

―――――――――――――――――――――

１ 委員会を開催した年月日、時刻及び場所

平成３０年３月２２日

午前１０時 から

午後 ３時 まで

本会議場において

―――――――――――――――――――――

２ 出席した委員の氏名

委 員 長 衞藤 明和

副 委 員 長 毛利 正徳

志村 学 麻生 栄作

衛藤 博昭 森 誠一

大友 栄二 吉冨英三郎

井上 明夫 木付 親次

古手川正治 土居 昌弘

嶋 幸一 油布 勝秀

濱田 洋 元吉 俊博

末宗 秀雄 御手洗吉生

阿部 英仁 後藤慎太郎

木田 昇 二ノ宮健治

守永 信幸 藤田 正道

原田 孝司 小嶋 秀行

馬場 林 尾島 保彦

玉田 輝義 平岩 純子

久原 和弘 戸高 賢史

吉岡美智子 河野 成司

荒金 信生 堤 栄三

桑原 宏史 三浦 正臣

―――――――――――――――――――――

３ 欠席した委員の氏名

鴛海 豊 近藤 和義

羽野 武男

―――――――――――――――――――――

４ 出席した委員外議員の氏名

なし

―――――――――――――――――――――

５ 出席した県側関係者

財政課長 佐藤 章

………………………………………………………

病院局長 田代 英哉

県立病院長 井上 敏郎

病院局次長兼県立病院事務局長 羽田野茂則

県立病院副院長兼看護部長 玉井 保子

総務経営課長 塩月 裕士

会計管理課長 財前 文晴

医事・相談課長 波多野英昭

総務経営課総務企画監 長野 栄俊

会計管理課施設管理班参事 石原 浩二

………………………………………………………

警察本部長 太刀川浩一

警務部長 加門 俊彦

生活安全部長 江熊 春彦

刑事部長 髙山 譲二

交通部長 渡邉 正典

警備部長 原田秋一郎
警務部参事官兼 中津留三次
警務課長
警務部参事監兼 田原 和幸会計課長
生活安全部参事官兼 佐藤由布美
生活安全企画課長
刑事部参事官兼 工藤 文昭
刑事企画課長
交通部参事官兼 横山 弘光交通企画課長

交通指導課長 渡邉 豊士

交通規制課長 三浦 一也

運転免許課長 曽根﨑 武

警備第二課長 富谷 修一

警務課組織管理監 河野 康成

会計課予算補佐 安藤 宏

………………………………………………………

教育長 工藤 利明

理事兼教育次長 宮迫 敏郎

教育次長 岩武 茂代

教育次長 木津 博文
教育庁参事監兼 森﨑 純次教育財務課長
教育庁参事監兼 宗岡 功
学校安全・安心支援課長
教育庁参事監兼 後藤みゆき
特別支援教育課長

教育庁参事監兼文化課長 佐藤 晃洋

教育改革・企画課長 能見駿一郎

教育人事課長 法華津敏郎
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福利課長 中村 均子

義務教育課長 米持 武彦

高校教育課長 姫野 秀樹

社会教育課長 阿南 典久

人権・同和教育課長 樋口 哲司

体育保健課長 井上 倫明

屋内スポーツ施設建設推進室長 山上 啓輔

―――――――――――――――――――――

６ 付託事件

第１号議案から第１５号議案まで

―――――――――――――――――――――

７ 会議に付した事件の件名

① 病院局関係予算

② 警察本部関係予算

③ 教育委員会関係予算

④ 分科会の設置及び付託

―――――――――――――――――――――

８ 議事の経過

―――――→…←―――――

衞藤委員長 ただいまから、本日の委員会を開

きます。

この際、付託された議案を一括議案とし、こ

れより病院局関係予算の審査に入りますが、説

明は主要な事業及び新規事業に限り、簡潔かつ

明瞭にお願いいたします。

―――――→…←―――――

病院局関係

衞藤委員長 それでは、病院局関係予算につい

て執行部の説明を求めます。

田代病院局長 病院局に関して御審議いただき

ます予算議案は、第１３号議案でございます。

なお、参考までに、まず第１号議案平成３０

年度大分県一般会計予算のうち、福祉保健部予

算の中の病院局関係につきまして御説明申し上

げます。

予算に関する説明書は２５９ページになりま

すが、本日は、お手元にお配りしました平成３

０年度病院局予算概要に沿って説明させていた

だきます。

それでは、資料の１ページ目をお開き願いま

す。まず、病院局に関連する平成３０年度の一

般会計予算につきまして御説明申し上げます。

表の左にあります事業名欄の県立病院対策事

業費は、１１億２，４１６万３千円でございま

す。

一番右の事業概要欄を御覧ください。

まず、一番上の病院事業会計負担金１１億２，

３４１万８千円につきましては、県立病院が行

うがん治療部門や救命救急部門など、政策医療

の不採算部門の運営や施設、設備の建設改良に

充当した企業債の償還に必要な経費などについ

て、地方公営企業法に基づいて一般会計から支

出するものでございます。

この負担金の中には、旧三重病院の建物等の

起債償還残に対する負担金を含んでおります。

また、精神医療センター開設に向けた職員研

修経費に対する負担金を新たに含んでおります。

なお、平成２９年度当初予算額と比較します

と、ページ右下にありますように３，３１０万

３千円の減額、前年比９７．１％となっており

ます。

また、上の表の一番右、事業概要欄にある基

金積立金７４万５千円につきましては、福祉保

健部が所管する県立医療施設整備基金の運用利

息を積み立てるものでございます。

以上で一般会計予算のうち病院局関係分の説

明を終わらせていただきます。

続きまして、第１３号議案平成３０年度大分

県病院事業会計予算につきまして御説明いたし

ます。

議案は７９ページになりますが、本予算につ

きましても、引き続きこの予算概要で説明させ

ていただきます。

２ページ目をお開き願います。平成３０年度

予算と平成２９年度予算との比較でございます。

病院事業会計予算につきましては、当該年度

の収支を計上する収益的収支予算と、将来の経

営活動に備えて行う建設改良費や建物等の企業

債の償還金等を計上する資本的収支予算に分か

れております。

まず、上の表の収益的収支予算について御説

明いたします。

表の一番上の病院事業収益につきましては、

１６５億７００万円を計上しております。これ
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は、平成２９年度と比較しますと、一番右の主

な増減理由欄に記載しておりますが、入院収益

が６億１，２００万円、外来収益が５億９，６

００万円と、ともに増収見込みのほか、一般会

計負担金が４，３００万円の減、長期前受金戻

入や国庫補助金の減などを合わせまして、全体

では１１億４千万円の増額となります。

一方、その下の病院事業費用でございますが、

１６１億７，６００万円を計上しております。

これは、前年度と比較しますと、がん化学療法

等高額医薬品の使用の増加に伴い、材料費が７

億５，７００万円、給与改定と職員の増加に伴

い、給与費が１億３，１００万円、平成２８年

度に更新した医療情報システムの保守委託料の

増加などに伴い、経費が１億１，８００万円の

増などにより、全体では９億６，４００万円の

増額となります。

したがいまして、平成３０年度当初予算の単

年度損益は３億３，１００万円の黒字を見込ん

でおります。

次に、下の表の資本的収支予算については、

後ほど資料の５ページで説明いたします。

３ページ目を御覧ください。さきほど御説明

した平成３０年度予算の内訳でございます。

まず、収益的収入及び支出についてでござい

ます。

初めに、（１）病院事業収益であります。

医業収益は、入院収益、外来収益、室料差額

収益などのその他医業収益を加えて、小計の欄

にありますように１５３億８，４１８万４千円

を見込んでおります。

医業外収益は、受取利息や、国、一般会計か

らの補助金、冒頭で御説明いたしました一般会

計からの病院事業に対する負担金を含めた負担

金交付金、これらに長期前受金戻入と資本費繰

入収益、その他医業外収益を合わせまして、小

計の欄にありますように１１億３０９万１千円

を見込んでおります。

ほかに過年度損益修正益などの特別利益を加

え、病院事業収益は表の右側の一番下の合計の

欄にあるように１６５億７１２万２千円でござ

います。

次のページをお開きください。４ページ目の

（２）病院事業費用でございますが、まず左の

表の医業費用につきましては、職員の給与費、

薬品費等の材料費、委託料や光熱水費等の経費、

施設や医療機器等の減価償却費などでございま

して、表の右側の上段の小計の欄にあるように

１６０億５，９９３万２千円を見込んでおりま

す。

また、医業外費用は１億１，３８１万７千円

で、内訳としては、支払利息及び企業債取扱諸

費が主なものでございます。

これに特別損失を加えまして、病院事業費用

は、右の一番下の合計の欄にあるとおり１６１

億７，５７４万９千円でございます。

次に、５ページを御覧ください。資本的収入

及び支出についてでございます。

まず、（１）の資本的収入は、左の表に掲載

している、企業債、負担金及び補助金で構成さ

れ、そのうち企業債は１３億８，４００万円、

企業債の償還に充当する他会計負担金は４億８，

８３９万５千円、精神医療センターの整備に関

する補助金は４，２０６万１千円であります。

この合計は１９億１，４４５万６千円となって

おります。

また、右の表（２）資本的支出は、建設改良

費、企業債償還金及び他会計からの借入金償還

金で構成され、建設改良費のうち、資産購入費

は、医療機器整備などに支出するための費用５

億円でございます。３０年度は、エックス線撮

影装置ほか医療機器等を更新することとしてい

ます。

その下の改築事業費は、大規模改修工事に係

る負担金１０億５，３２５万３千円及び監理委

託費３，５０６万６千円や、精神医療センター

整備に係る負担金１億７，３０６万１千円など、

合計で１３億４，１３８万円でございます。

そして、企業債の償還元金の返済である企業

債償還金が９億６，９３６万円、旧三重病院の

借入金の償還である他会計からの借入金償還金

が６６８万円でございます。

以上、資本的支出を合計しますと２８億１，

７４２万円となります。
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その下の欄外に記載をしておりますが、資本

的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、

これまでどおり過年度分損益勘定留保資金など

の内部留保金で補填することとしております。

次に６ページを御覧ください。

債務負担行為についてでございます。

まず、上段の大規模改修２期工事についてで

ございます。

本体工事とは別に、３０年度に発注するエレ

ベーター改修工事及び監理委託分として３億２，

２２１万１千円を予定しております。３０年度

予算に１億２，３９２万８千円を計上しており

ますので、債務負担行為の限度額は１億９，８

２８万３千円でございます。

次に、下段の精神医療センター整備事業につ

いてですが、建物建設工事及び監理委託分とし

て１６億８，４８２万４千円を予定しておりま

す。３０年度予算に１億７，２１８万２千円を

計上しておりますので、債務負担行為の限度額

は１５億１，２６４万２千円でございます。

以上で一般会計予算の病院局関係分及び病院

事業会計予算の説明を終わらせていただきます。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入りますが、執行部の皆さん

に申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し、簡潔明瞭に答弁

願います。

事前の通告者が１名おります。

それでは、順次指名してまいります。

平岩委員 通告に従って２点質問いたします。

１点目は、多くの方の悲願であった県立医療

センターが、精神医療センターの整備が少しず

つ進められていくと思うんですけれども、スケ

ジュール的なことを教えていただければと思い

ます。

患者さんのことを考えると、男性の看護師も

必要になってくると思うんですけれども、経験

のある方も必要になってくる。そうすると、そ

の方たちに県内の病院から異動していただくと

いうことになるので、県内の病院が困るような

ことになると思う。また、県外の方も含まれて

くると思いますので、そういう職員の数とかで

すね。その方たちに対する研修等がどのような

形で行われるのかというのを、まだまだ先のこ

とだと思いますけれども、少し分かる範囲で教

えていただきたいと思います。

２点目は、今働き方改革ということが随分言

われておりますけれども、県立病院で働く方た

ちの働き方改革、ドクターも多忙でしょうし、

看護師さんも７対１対応の中で三交代で、引き

継ぎ等で定時退庁ということも難しいような状

況だと思います。健康で働けるような職場環境

を県立病院としてどのように、これまでもして

きたと思いますが、これからどういうふうにや

っていくのか教えていただきたいと思います。

塩月総務経営課長 １点目の精神医療センター

につきましてお答えいたします。

現在、実施設計の最終段階でございます。ま

た、センター設置のために購入した土地は、現

在造成工事中であり、今月末には終了する予定

です。３０年度は、排水処理施設の移設を行い、

その後に本体工事を予定しており、９月の定例

県議会で議決をいただけましたら本契約を結び、

着工といった段取りになっております。

なお、工期は約１８か月を予定しており、３

１年度、３２年度に必要な医療機器等の整備を

行い、３２年度中の開設を目指しております。

センターに必要となる人員についてですが、

医師８名、看護師２５名、精神保健福祉士３名、

臨床心理士２名、薬剤師２名、診療放射線技師、

臨床検査技師、栄養管理士、作業療法士、診療

情報管理士が各１名ずつで、計４５名でござい

ます。現在、当院では精神科医師２名を配置し

ていますので、今議会で残りの４３名分の定数

を増員するため、条例改正を提案させていただ

いているところです。

研修につきましては、まずはセンター運営の

中核となる看護師を育成するため、３０年度に

院内より選抜した２名を県外先進地に３か月派

遣し、精神病棟における看護実践や他職種との

連携などの実地訓練を行う予定にしています。

また、３１年度から３２年度にかけて、先進
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地派遣を予定するほか、その他スタッフについ

ても研修を実施していく予定です。３２年度中

の開設に向け、ハード面だけでなく、ソフト面

もあわせて準備を進めてまいります。

２点目の職場環境についてでございます。

昨年の１２月に病院の第三者評価である病院

機能評価を受審し、職場環境を図る審査項目で

Ａ評価という高い評価をいただいたところでご

ざいます。具体的には、職員への精神的なサポ

ートを行うため、院内に相談窓口を常設し、臨

床心理士によるカウンセリングを行っているほ

か、民間医療機関の協力による相談事業を実施

していること、定期的に現場に行って職員の話

を聞いたりアンケート調査を実施するなど、職

員の意見を直接取り入れる仕組みを設け、看護

師のユニホームの更新や病院休憩室の仮眠設備

の設置を行うなど、職員の意見や要望が反映さ

れるよう努力していること、さらに女性職員が

安心して子育てを行えるよう育児短時間勤務等

の多様な勤務形態の導入に加えて、２４時間保

育と病児保育が可能な院内保育園を設置し、就

労支援を行っていることなどが評価されたとこ

ろでございます。

こういった職場環境の改善に引き続き努力し

てまいりたいと考えております。

平岩委員 県立病院はＡ評価だったということ

で、少し安心いたしました。直接職員の意見を

聞く機会があるということはとても大事なこと

だろうなと思います。給食は指定管理に入って

いると思うんですけど、そこで働く管理栄養士

の方や看護師の方と直接お話をすると、やっぱ

りかなりしんどい、時間的にかなり厳しいなと

思いますので、ヒヤリ・ハットがないように、

ぜひ支えていっていただきたいと思います。

それから１点質問ですけれど、県立精神医療

センターの職員の方たちは計４５名ということ

ですけれども、それは本体の県立病院からの異

動者もあり得ると捉えていいんですかね。そこ

を教えてください。

塩月総務経営課長 ４５名の中には、特に看護

師の部分は２５名なんですけども、経験者の採

用も検討しているのですが、内部での異動も現

実には行われます。さきほど御質問の中にあり

ましたように、県外の看護師、経験者、精神病

棟での経験のある看護師を対象とした採用試験

を県外で行うことも検討しているところでござ

います。

衞藤委員長 以上で事前通告者の質疑を終了い

たしました。

ほかに御質疑のある方は挙手をお願いいたし

ます。

久原委員 質疑について事前通告をするという

のは、これ基本だと思うんで、私もやめようか

なと思ったが、事前通告者が１人だったのでち

ょっと立ちました。

質問したいのは、いわゆる精神医療センター

がいよいよスタートする。私たちは、３年前か

４年前だったかは思い出さんのですけど、イタ

リアに視察に行ったことがあるんです。なぜ私

がそこを選んだかといったら、大熊さんという

人が書いた「精神病院を捨てたイタリア捨てな

い日本」という本を見たからである。そしてイ

タリアに行ってみると、精神病院と精神患者は

皆、本来はないんだということで、精神病院が

イタリアには何にもない。どげえしよるかった

ら、小さい頃からその発症とかが分かるんで、

小さいときに治しておけば、絶対後になってそ

んなふうにはならんという形で医療をずっと進

めていると。

そこで日本を見たときに、どこもここも精神

病院だらけや。一遍入ったら、もう一生出られ

ん。こげな病院がもうだらだらあって。精神病

院を見てください、みんな立派な病院だ。ほい

で、もう出さんのじゃけん。こんなことじゃ本

当になくならんと思うんですよ。

ところが、今度は県立病院でつくる病院だか

ら。この前アメリカに行ったときにそういうこ

とを話しておりましたけど、やっぱり今後どう

やって精神病院をなくしながら、そして同時に

予防に重点を置くような体制をつくっていくか

というのは、極めて重要やと思う。それが私は、

今度できる大分県の精神医療センターの役割だ

という気がするんで、そこらについてちょっと

意見があったら言ってください。院長。
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井上県立病院長 大変重要な御指摘、御質問だ

と思ってお聞きしました。委員の御指摘のとお

り、イタリアではもう入院施設は基本的には持

たないという医療を精神科の領域では行われて、

非常に先進的であるということは聞き及んでお

ります。ところが、日本では、まだまだ従来型

の収容施設で長期間入院させるという医療がず

っと行われておりまして、これはある意味では

数十年遅れているのではないかと指摘する医師

もおられます。

そういった中で、県立病院につくられる精神

医療センターは、主に精神科救急、あるいは精

神科疾患に身体合併症を併発した患者さんをで

きるだけ短期間でいろんなところにお戻しする。

あるいは自宅に帰す。あるいは近くの先生にお

返しするという役割を果たすという目的で運営

していきたいと考えております。

長期間の入院をやめていこうという全体的な

流れは、国の中でも既に考えられていまして、

日本全体の精神科医療全体でこれを是正してい

くという流れは、今後十分起きていくと考えて

いますので、そういう流れに逆らわないような

患者さんの流れを意識していきたいと考えてお

ります。

衞藤委員長 ほかにありませんか。（「関連」

と言う者あり）

麻生委員 病院事業費用の医業費用等々に関し

て伺います。

まず、安心・活力・発展プランでは、健康寿

命日本一の実現を目指した、安心で質の高い医

療サービスの充実を掲げておりまして、県立病

院のさらなる機能強化という項目がございます。

地域中核病院の医師充足数を平成３１年度で７

７．８％まで持ってくるという目標設定がある

んですが、まず県立病院が新年度の予算によっ

て充足率はどういう状況なのかというのを１点

お伺いします。

それから２点目は、給与費に関係いたします

が、地域経済分析システムの地域課題分析調査

結果報告書の１８ページによると、これは分か

ればで結構ですけど、医療、福祉に関しての産

業別雇用者シェアに対する１人当たりの現金給

与総額に関して、医療、福祉が３５２万円とい

う県平均が出ているんですね。その下に公務と

いうのもありまして、県立病院は公務の場合は

６７３万円という数字もあるんですが、どちら

の範疇でデータ計算をされているのかというの

がちょっと気になったもんですから。県立病院

は１人当たりのこの現金給与総額で見た場合に、

いくらぐらいの数字になっているのかという部

分について、後ほどでも構いませんので、もし

分かれば教えてください。

それから３点目でありますが、いよいよラグ

ビーのワールドカップが来年開催されます。激

しいスポーツでありますんで、脳しんとうとか

に対してのいろんな準備。県立病院も正しく地

域の中核病院、最先端でありますんで、何らか

のオファーとか連携をやっているんじゃないか

と思うんですね。そういう意味で、当初は３試

合だったけれども、準々決勝が２試合あるわけ

ですから、準備は大変な状況だろうと思います。

そういう意味で、どのような準備をなされてい

らっしゃるのか。

それと、今年６月にはプレマッチとして日本

代表とイタリア代表の試合もあるわけで、こう

いったときにそういった準備を相当しておかな

いといけないんじゃないかなと思っております

んで、その辺の準備状況についてもお知らせく

ださい。

塩月総務経営課長 まず、１点目の医師の数の

ことでございますけども、現行の３０年度予算

につきましては、現在の医師の人数を基に同数

で計算しております。

御案内のとおり、医師は募集をすればすぐに

充足するというものではございませんので、と

りあえず現行どおりで積算をしておりますけど

も、引き続き確保の努力はしてまいりたいと考

えております。

それから２点目の給与費に関してですが、正

確な数字を今、持ち合わせておりませんので、

後ほどまたお調べしてお答えしたいと思います。

井上県立病院長 ３点目のワールドカップのラ

グビーの試合に伴う急患の発生に対しましての

対応状況でございますけれども、主要な基幹病
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院の中でも受け持ちの担当を、手挙げですけれ

ども、どういう形で担当、順番を決めていこう

かという話合いが既に行われております。

ちなみに、実際に話し合われている中では、

選手がけがをして運ばれるという回数は、イギ

リスなどの例を見ましても、そんなに多くはな

いようです。むしろ観客の気分不良とか、そう

いった形への対応の数の方が数的には多いだろ

うという予想がされています。

そういった中で、対応病院の中での順番を決

めながら煮詰めていくということが既に始まっ

ております。

塩月総務経営課長 さきほどの２点目の給与費

の関係でございますが、平均給与であれば数字

がございますので、もしよろしければそれでお

答えしてよろしいですか。（「はい」と言う者

あり）

ドクターの平均給与は１，５８３万７，２９

４円となっております。

麻生委員 やっぱり県立病院というのが大分県

下の安心で質の高い医療サービスの充実の中核

になってくるでしょうから、高額医療機器も最

先端のものをできるだけ早く導入すると同時に、

医療スタッフに関しても、大分でどんどん県立

病院に吸収して、その後、地域の一次救急とか

地域医療とか、その人材、あるいは機械を含め

て、うまく回せるような仕組みづくりというの

がこれから必要になってくるんじゃないかと思

います。リースとかそういったことも含めて、

今までにない仕組みづくりということにもちょ

っと視点を置いて取り組んでいただければと思

います。

特に、看護師さんについては、昨年、会派等

々で、夜勤が大変だということを伺っており、

幾分なりとも改善はされているようであります

が、まだまだだろうと思いますんで、そういっ

た部分もしっかり対処していただければと思い

ます。

ラグビーに関しては、まちドクターとか、専

門の帯同ドクター、チーム帯同ドクターもいら

っしゃるでしょうから、むしろ観客が大体１日

に４リットルぐらいビール飲んでですね、翌日

もずっと一日中飲んでいるというようなことで、

アルコールに関わる課題の方が多いかもしれま

せんので、その準備が必要ではないかなと思っ

ております。しっかりと対処していただければ

幸いであります。

土居委員 精神医療センターの救急医療体制に

ついてお伺いします。

これは、どこでトリアージをするかという大

きな問題で、まだ積み残しております。私は救

急の情報センターを県立病院の医療センターの

中に置くべきだと思っているんですけども、や

はり輪番している民間の先生方はそうではない

考えもお持ちのようです。これからまだすり合

わせが必要でしょうけども、今どのような状態

になっているのかについてお伺いします。

井上県立病院長 患者さんのトリアージ、精神

科救急のトリアージに関しての、情報センター

のことだろうと思いますけれども、情報センタ

ーの細かい協議については、新年度になってか

らを予定しています。今のところは、精神病院

協会だとか診療所の先生方と、新しくできる県

立精神医療センターがどういう形で連携をして

いけばよいかという協議を今現在は詰めている

ところでございます。新しい年度に入れば、委

員御指摘の情報センターをどこに置くべきか、

どんな形なのかという議論に進んでいくのかな

と考えております。

河野委員 通告がなくて申し訳ありません。資

料の５ページ、最下段のところにあります過年

度分損益勘定留保資金についてお伺いをいたし

ます。

３０年度の見込みとして、資本的収入と資本

的支出の差額が約９億円という形で出てくる。

これについては、大規模改修工事の負担金１０

億５千万円余り、これが非常に大きいと思うわ

けですが、この過年度分の損益勘定留保資金と

いうのは大体どのくらい残高あるのか。県病の

経営計画上、大規模修繕あるいは大型の機械更

新等様々な今後の支出計画に基づいて、損益勘

定で大体このくらいまでにこの程度の残高を残

しておきたいというような計画をお持ちなのか。

こういった部分についてお聞かせいただけたら
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と思います。

羽田野病院局次長兼県立病院事務局長 現在、

私どもの２８年度末で内部留保資金は４０億円、

それから現金預金で５１億円の２８年度の決算

の状況でございます。

今後、大規模改修等で資金を内部留保から捻

出していきますが、資金が最終的に必要になる

のは、厳しいときで年間で約１５億円と見込ん

でおります。そういうものを今後中期計画等で

しっかりと見据えて、資金計画を立てていくよ

うにしております。

河野委員 いわゆる大規模修繕プラス予定のな

かった、あったのかもしれないが、精神医療セ

ンターの整備に関わりまして、この内部留保の

関係と現金預金の保有状況、これによって一般

財源からの負担金あるいはそういった整備費に

関する補助金、こういったものは影響を受ける

んでしょうか。

塩月総務経営課長 精神医療センターに係る財

源についてということだと思うんですが、そこ

については、一般会計側とこれから協議をして

いくところですので、委員が言われたように、

留保資金が直接影響するというものではないと

いうことでございます。

堤委員 説明を聞きながら、ちょっと思いまし

た。さきほどの平岩委員の働き方改革で、職場

環境の改善というのはかなり進んできているな

と思うんだけども、お医者さんとか看護師さん

の出退勤管理。つまり時間管理を具体的にどう

されているのかなと。タイムカードでしている

とは思うんだけども、そこら辺をどうしている

かというのを。つまり残業代、残業時間を少し

でも少なくさせるという立場で頑張ってると思

われるんです。この辺少し教えてください。

二つ目は３ページの室料差額収益。これは多

分差額ベッド代のことを言っているのかなと思

うんだけども。これは厚労省の通知の中でも、

治療上の必要によって個室へ入院させる場合に

は、差額ベッド代は請求してはならないという

通知が出ているんですけども、県立病院として

ここら辺の考え方と、どういうふうに請求をし

ているかを少し教えてください。

塩月総務経営課長 １点目の勤怠管理について

お答えいたします。

県立病院では、現在タイムカードは使用して

おりません。看護師につきましては、システム

を導入しておりまして、勤務表とかはシステム

で管理しております。ただ、出退勤そのものを

入力するシステムではございませんので、現在

そういったシステムの導入について検討してい

るところで、業者を呼んで話を聞いているとい

う段階でございます。それを導入すれば、医師、

その他行政等の職種についても同様の勤怠管理

を導入することになる予定でございます。

羽田野病院局次長兼県立病院事務局長 二つ目

の御質問の差額ベッド代についてでございます。

当院では、差額ベッド料を料金規則の中で定

めて徴収いたしておりますが、特に感染症の疑

いのある患者さん、ハイケアの必要な患者さん

につきましては、医療上の必要性を見極めて個

室管理をいたしております。そういった患者さ

んにつきましては、免除規定がございまして、

差額料をいただいておりません。御本人の希望

で個室を御希望される患者さんにつきましては、

決められた金額をいただいているという状況で

ございます。

堤委員 システムの導入の関係で、今県庁も県

職員とか教職員の関係でもそういう出退管理を

していこうと。どういうシステムを今検討され

ているのかということをもう一遍教えてくださ

い。

免除規定があるということで、非常にこれは

いいなと思うんだけども、その免除規定で昨年

１年間どれぐらい申請が。分からなければ、後

で資料でいいですから、分かれば教えてくださ

い。

塩月総務経営課長 １点目のシステムについて

でございますが、現在検討しているのは、病院

に入るときにカードをかざして入室時刻をシス

テムに登録する。退出も同様に退出時刻を登録

する。こういったシステムの検討をしていると

ころでございます。

羽田野病院局次長兼県立病院事務局長 差額料

を徴収している分っていうのは自動的に分かる
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んですが、免除している分がどのくらいという

のは、統計上出しておりません。各病棟がそれ

ぞれの判断で免除しているのではなくて、看護

部長、事務局長、院長が内容を精査して、これ

は免除であるという許可を出しながら、院内の

許可を出して免除を適用させております。免除

している患者さんやその病状については、記録

としてきちっと残しておりますが、それが免除

した金額がどのようにというところまでは数字

を出してはございません。

堤委員 免除の件数は分かるのか。後でいいで

すよ。件数が分かれば。

玉井県立病院副院長兼看護部長 件数につきま

しては、今ここでは持ち合わせておりませんの

で、帰れば分かります。

さきほど言いましたように、差額料ですけど

も、特に感染症の時期、感染症に対する免除が

大変多く、インフルエンザやＭＲＳＡ等の感染

の方が最も多い。それから、次に多いのが満床

の場合ですね。個室しか空いていない場合、そ

こを流用させていただく。それから手術ですね。

手術の後、どうしてもそういったハイケアの管

理が必要で、ハイケアが空いていない場合、個

室として管理させていただく。こういった方が

大変多い状況となっております。

衞藤委員長 ほかに御質疑ありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 ほかに御質疑もないようですので、

これをもって病院局関係予算に対する質疑を終

わります。

なお、執行部が入れ替わりますので、しばら

くそのままお待ちください。

―――――→…←―――――

警察本部関係

衞藤委員長 これより警察本部関係予算の審査

に入りますが、説明は主要な事業及び新規事業

に限り、簡潔かつ明瞭にお願いします。

それでは、警察本部関係予算について執行部

の説明を求めます。

太刀川警察本部長 私から、第１号議案平成３

０年度大分県一般会計予算のうち、警察本部関

係について御説明いたします。

お手元の資料、平成３０年度警察本部予算概

要の１ページをお開きください。平成３０年度

警察本部当初予算概要でございます。

ローマ数字Ⅰの予算のポイントを御覧くださ

い。平成３０年度県政推進指針の政策でありま

す。

１の安全・安心を実感できる暮らしの確立の

基本方針といたしまして、（１）犯罪に強い地

域社会の確立のため、鑑識科学センターの建設

により科学捜査の高度化を図るほか、特殊詐欺

被害に対するコールセンター等による高齢者や

コンビニ等への注意喚起を強化いたします。

（２）人に優しい安全で安心な交通社会の実

現のため、信号機等の交通安全施設を整備する

ほか、高齢運転者・歩行者の両面から交通安全

指導等の取組を強化いたします。

また、２の人を呼び込み地域が輝くツーリズ

ムの推進の基本方針としては、（１）翌年のラ

グビーワールドカップ開催を見据えた海外誘客

の加速のため、摩耗した横断歩道・一時停止標

示の更新及び英語併記の信号機地名板・道路標

識の整備を集中的に実施し、来県する観光客等

にとって安全かつ快適な交通環境を整備いたし

ます。

次に、ローマ数字Ⅱの事業体系を御覧くださ

い。Ⅰの予算のポイントで御説明したことを具

体的な事業として県政推進指針に沿って体系付

けたものです。事業内容につきましては後ほど

御説明いたします。

次の２ページをお開きください。

平成３０年度警察本部の当初予算額は、表の

一番左の区分欄の警察本部①の計の欄に記載の

とおり２７４億９，３５６万２千円です。これ

を平成２９年度当初予算額と比較しますと、表

の一番右の前年度対比の欄に記載のとおり４，

９５９万７千円、率にして０．２％の増額とな

っております。

上段の人件費の予算額は２１０億９，１１５

万４千円で、退職者の増加に伴う退職手当の増

額等により、平成２９年度当初予算額と比較し

ますと、表の一番右の前年度対比の欄に記載の

とおり３億７，３３４万５千円、率にして１．
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８％の増額となっております。

その下の事業費の予算額は６４億２４０万８

千円で、大分東警察署の建設工事の完成等によ

り、平成２９年度当初予算額と比較しますと、

表の一番右の前年度対比の欄に記載のとおり３

億２，３７４万８千円、率にして４．８％の減

額となっております。

それでは、創生前進枠事業及び主要事業等に

ついて御説明します。

６ページをお開きください。警察本部費でご

ざいます。

一番左の事業名欄に記載の給与費の２１０億

９，１１５万４千円は、警察官２，０９２人、

一般職員３４５人、計２，４３７人に対する給

料、手当等の人件費です。

１０ページをお開きください。警察施設費で

す。

一番左の事業名欄の一番上に記載の鑑識科学

センター整備事業費１０億８，４４５万９千円

は、平成２９年度と３０年度の２か年で行う庁

舎建設等に要する経費のうち、最終の平成３０

年度分の経費です。昨年１０月に着工し、今年

１０月に完成する予定です。

二つ飛ばしまして、交通安全施設整備費７億

６，２７８万７千円は、交通管制機能の充実、

信号機の新設・更新等交通安全施設の整備を行

うものです。

その下の、高齢者交通安全環境整備事業費４，

９９８万６千円は、高齢者の交通事故を防止す

るため、事故多発地区に高輝度横断歩道や人感

ライトを設置して視認性を高めるなど、高齢者

に優しい交通環境の整備を行うものです。

その下の、創生前進枠事業、おもてなしの交

通環境整備事業費１億５３万１千円は、今年の

国民文化祭や来年のラグビーワールドカップ等

のビッグイベントの開催に備え、国内外から大

分県を訪れる観光客等にとって安全で快適な交

通環境を整備するため、摩耗の進んだ横断歩道

の改修などを３か年計画で集中的に行いたいと

考えており、その初年度分でございます。

具体的には、イベント会場の周辺や周辺宿泊

地へのアクセスルート、さらに温泉や観光地に

アクセスする主要幹線道路などの摩耗した横断

歩道や、一時停止の標示の塗り替えを平成３０

年度から３か年で行います。

また、インターチェンジや観光地への分岐点

となる箇所等に、英語併記の信号機地名板を平

成３０年度と３１年度の２か年で整備いたしま

す。さらに、外国人が交通事故を起こした場所

や主要な観光地の周辺などに、アルファベット

のＳＴＯＰを併記した「止まれＳＴＯＰ」の標

識を平成３０年度に集中して整備します。

１３ページをお開きください。警察活動費で

ございます。

一番右の事業概要欄、上から二つ目の創生前

進枠事業、特殊詐欺水際対策強化事業費１，７

２８万６千円は、コールセンター事業を継続し、

電話での注意喚起の際、資料の送付を希望した

高齢者などに対して被害防止用の広報資料を送

付するとともに、コンビニ利用の新たな手口等

を認知した際には、コンビニにファックスで手

口の紹介や声かけを依頼するなど対策をさらに

強化してまいります。

また、コンビニで電子マネーを販売する際に、

注意喚起を印刷した封筒に入れて渡していただ

くことで被害防止を図ります。

さらに、詐欺の手口に対応したポスターやチ

ラシを作成し被害防止を呼びかけます。

上から七つ目の、装備資器材等充実強化費１

億１３２万３千円は、このうち１，５４２万３

千円が創生前進枠事業で、災害発生時に迅速な

情報収集や初動対応ができるよう、冠水道路や

瓦れきが堆積した悪路でも走行可能な特殊装備

を備えた災害対策車両２台を整備するものでご

ざいます。

１５ページをお開きください。一番右の事業

概要欄の一番上に記載の高齢者交通事故防止総

合対策事業費５８９万６千円は、このうち１９

６万２千円が創生前進枠事業で、高齢運転者の

交通事故を防止するため、自動車販売店などと

連携して安全運転サポート車の普及促進を内容

とするパンフレットを作成したり、高齢歩行者

の交通事故を防止するため、老人クラブ連合会

と連携して交通安全の個別指導を実施するもの
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です。

一つ飛ばしまして、交通事故総量抑止対策推

進事業費７２０万１千円は、このうち１１３万

３千円が創生前進枠事業で、幼稚園児に交通安

全への意識を持たせるための幼稚園訪問活動事

業です。

以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入りますが、執行部の皆さん

に申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し、簡潔明瞭に答弁

願います。

事前の通告者が４名おります。時間も限られ

ておりますので、円滑な進行に御協力願います。

それでは、順次指名してまいります。

桑原委員 予算概要１３ページ、一般警察活動

費のうち装備資器材等充実強化費について質問

いたします。

事前にいただいた資料によりますと、犯罪発

生情報等を電子地図上に表示し視覚的な犯罪分

析を行う情報分析システムリースと、各種犯罪

情報を集約して一元的に検索することにより早

期の犯罪解決や適切な被害者保護などに活用す

る総合捜査情報検索システムリースに予算が計

上されております。これらは犯罪を予防するた

めのシステムなのか、犯罪が起きた後に活用さ

れるシステムなのか教えてください。

髙山刑事部長 まず、犯罪分析システムでござ

います。委員の御質問にありましたとおり、こ

れは連続的に発生した犯罪情報等を電子地図上

に表示し視覚的に犯罪分析を行うものであり、

犯罪発生後の捜査に活用しているものでござい

ます。

次に、総合捜査情報検索システムですが、こ

のシステムは、各種の捜査情報等を集約して一

元的に検索することにより犯罪捜査や適切な被

害者保護に資するためのシステムで、犯罪発生

後はもとより、犯罪を未然に防止するためにも

活用しております。

桑原委員 犯罪が起きてから対処するよりも、

未然に防いだ方がいいということは改めて言う

までもないと思います。捜査ももちろん重要で

すし、鑑識科学センターの建設も結構なことで

ありますが、予防医学的にももっとハイテク化

していくべきだと考えております。

私は、昨年の定例会の本会議質疑で、〝ＯＩ

ＴＡ４．０〟の一環として、ＩｏＴ、ビッグデ

ータ、人工知能を活用して警察業務を効率化す

ることを提案させていただきました。そのとき、

太刀川警察本部長から、人工知能の中がブラッ

クボックスになっていると、公判においてどの

ような形で証拠が収集されたかを検証する中で

問題になるという御答弁をいただきましたが、

私は必ずしも捜査に限定して提案したわけでは

なく、実際に海外で、人工知能はむしろ犯罪の

捜査よりも犯罪の防犯に使われております。

例えば、シカゴ市警は、２０１７年１月から

７月にかけて人工知能による犯罪予測システム

をサウスサイドに導入しました。コンピュータ

ーアルゴリズムが、デジタルマップ上に表示す

る犯罪が発生しそうな地点を重点的にパトロー

ルした結果、シカゴ全域では殺人事件が前年同

期より３％増えた中で、この地域では発砲事件

が３９％減、殺人事件は３３％減るという結果

をもたらしております。

こうした成功を受けて、日本でも神奈川県警

が人工知能を捜査や防犯に使うことを検討し始

めました。ディープラーニングの能力を持つコ

ンピューターに、事件や事故が起きやすい時間

帯と場所を予測させ、パトロールの順路に組み

込ませるだけでなく、連続発生した事件の容疑

者が同一かどうかを分析させたり、容疑者の次

の行動を予測させたりするシステムを東京五輪

までに運用したいとのことです。大分県警にと

っても、こういった神奈川の事例は参考になる

と思うんですが、いかがでしょうか。

江熊生活安全部長 委員御指摘の部分につきま

して、その人工知能を使うとか取り入れるとい

うような具体的な話は現在ございません。ただ、

今あるものでしっかりと分析を、さきほど刑事

部長が説明しましたとおり、データをいろんな

ところから集めまして、それを複合的に活用し
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て、犯罪の発生を予測したりしながら活動して

おります。

ただ、さきほどおっしゃいました人工知能な

どの活用がだんだん有効だというのが分かって

くれば、今後そのようなことも検討していくだ

ろうと思います。今言えることはこの程度でご

ざいます。

桑原委員 大分県警でも、その画像からナンバ

ーを判別するような独自のシステムをつくられ

たりしていると聞いていますが、こういうもの

も他県がどんどん使っていくような形にもなる

と思いますし、大分県警も他県の先進事例を注

視して今後にいかしていただければと思います。

堤委員 予算概要書の１４ページ、刑事警察費

ですね。平成２９年度の予算の中にビデオカメ

ラ等のリース料が３５台あると昨年の予算特別

委員会で報告されていましたけども、その数に

ついて変化はあるのかないのか、また、平成３

０年度にはどれぐらい予算化されているのか。

それと、先日、処分について報道もされてい

るんですけども、この中で、懲戒に至らない訓

戒処分が５人、これにも至らない注意処分が２

１人、昨年１年間でこれだけあったんですから、

過去５年間ではどういう状況だったのかと。ま

た、主な概要については報道されていますけど

も、中でも同僚の個人情報照会があります。法

律を守るべき警察職員が法律違反をすることは

言語道断であると思いますし、さらに、臼杵津

久見署の警察官が盗撮容疑で捜査されていると

いう報告もあります。

これまで何かあるとね、県警は引き続き職員

の綱紀粛正に努めると言っています。本当に空

虚な言葉に聞こえてしまうんですけども、本気

になってどう対処していくのかというところを

お伺いします。

田原会計課長 まず、ビデオカメラのリース台

数及び予算についてお答えいたします。

３５台につきましては変動がございません。

年間を通しての借り上げとして３５台分３４６

万１千円を予算計上しております。

加門警務部長 懲戒処分に至らない監督上の措

置につきましては、記録が残っている平成２７

年以降では、平成２７年が３４名、平成２８年

が３３名、平成２９年は２６名となっておりま

す。

県警としましては、非違事案の絶無を期す決

意を持ち、平素から倫理観を涵養し、職務倫理

を保持させるべく全ての職員に対する教養を実

施するなど取組を進めているところであります。

堤委員 来年の予算では平成２９年度の３５台

と変わらないと聞いたんだけども、この平成３

０年度予算のビデオカメラのリース件数はどれ

ぐらいあるか。これ３５台で変わらないの。

（「一緒でございます」と言う者あり）じゃ、

２９年と３０年は一緒ということだな。（「そ

うです」と言う者あり）分かりました。

それと、加門部長がお話しされましたけども、

この問題というのは本当にずっとあるわけです

よね。注意喚起して、いろんな問題がその後も

出てきてね、そのたびに本部長が立たれて、マ

スコミの前で謝罪して綱紀粛正をするというの

を本当に常に言ってきております。これでも、

なかなかその状況が変わらないということはね、

やっぱりどこかに何か問題があるんだろうと思

うんですけども、そこら辺りについて本部長、

どうきちっとやっていくのかということを再度

お尋ねいたします。

太刀川警察本部長 ただいま加門警務部長が申

し上げたことに尽きると私は考えておりますが、

その上で申し上げますと、以前にも申し上げた

ことがあるかもしれませんが、警察の仕事とい

うのは県民の安全・安心を守るという非常に重

要な仕事であります。そのために、さきほども

御質疑がありましたような必要な装備資機材を

配備していただいたり、あるいは法令上の権限

を警察官が与えられているわけでございます。

そういったものを適切に行使しながら、仕事で

成果を挙げていくと。これが一番重要なのでは

ないかなと思っております。

ただ、もちろんその仕事をしている職員一人

一人は生身の人間であり、家族もございますの

で、その私生活においてもこれは健全に充実を

させると。そういう姿勢がやはり重要であろう

とも思っておりますので、こういった意識が隅
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々まで浸透するように、我々一堂力を尽くして

いきたいと考えております。

衞藤委員長 いいですか。（「はい」と言う者

あり）

守永委員 まず、予算概要１０ページの交通安

全施設整備費と交通安全施設維持管理費につい

てです。交通安全施設整備費では、信号機の新

設・更新等交通安全施設の整備が行われていま

すけども、近年、電球型からＬＥＤ仕様の信号

機に適宜更新されていると思います。現在、こ

のＬＥＤ式の更新の状況、普及率はどのように

なっているか教えてください。

また、ＬＥＤ式に更新することによって、電

気消費量が軽減されていると思うんですけども、

電気使用量なり、電気料なり、その軽減効果が

分かる数値をお持ちであれば教えていただきた

いと思います。

また、交差点の信号の更新を進めるにあたっ

て優先順位といった方針があれば、それを教え

ていただきたいと思います。

次に、予算概要１１ページの自動車運転免許

事務費についてです。更新時講習業務委託料が

７，００６万４千円予算化されていますけども、

講習内容について、必須項目が何か示されてい

るのか教えていただきたいと思います。また、

講習内容が各県警本部で任意に設定できるので

あれば、委託先との講習内容についての協議の

場というのはどのようにしているのか教えてく

ださい。

三浦交通規制課長 ＬＥＤ式信号機の関係でご

ざいます。

ＬＥＤ式灯器は、電球式と比べると西日の反

射で全色点灯しているように見える、いわゆる

疑似点灯の問題がありません。それと、電球切

れがないため毎年の電球交換が不要となります。

消費電力が５分の１と少なく、電気料金が安く

なるなどの効果があります。

ＬＥＤ式灯器は、平成２９年度末で県下信号

灯器２万４，１４６台のうち１万２，３２３台

となり、整備率は５１％となる見込みでござい

ます。

なお、信号機等の電気料については、平成２

８年度は２７年度と比べて約１，５００万円削

減されました。

信号灯器は、現在全てＬＥＤ式信号での更新

を行っておりまして、その場所については、事

故発生率の高い主要路線をはじめ、生活道路や

小・中学校周辺など緊急性の高い場所を優先し

て更新を進めているところでございます。

曽根﨑運転免許課長 更新時講習の件について

お答えします。

更新時講習の内容につきましては、道路交通

法施行規則で、優良運転者、一般運転者、違反

運転者及び初回更新者の区分ごとに講習事項、

講習方法、またその時間が規定されております。

これに基づき、警察庁から示された講習科目、

講習細目、留意事項等に沿って講習の実施を委

託しているものであります。

具体的な講習科目としては、道路交通の現状

と交通事故の実態、運転者の心構えと義務、安

全運転の知識等が示されております。また、い

わゆるあおり運転等、昨今の交通事故情勢を踏

まえまして、特に取り上げて教えることが必要

な事項や当県の交通事故の特徴等については、

随時講習に取り入れるよう指導を行っていると

ころでございます。

守永委員 信号機の更新等については、緊急性

があればそれを優先的にというお話でした。特

に小学校周辺等については、子どもの見守りと

いう点で横断歩道にＰＴＡが付いてといった地

域もあるわけですけども、やはり明確に信号が

分かるということが大事でしょうから、その辺

はぜひ積極的に進めていただければと思ってい

ます。

もう一つ、免許更新時の運転講習について、

基本的には中央から示されてきた項目なり内容

があるということですけども、その地域地域の

特性なり状況を踏まえて検討する部分があると

いうようなことだったと思います。今、様々な

日常生活の中で、運転者が交差点の通過の際に、

どうも最初に学んだ交通ルールを忘れてしまっ

ているという状況が散見されます。

交差点というのは事故の多い場所でもありま

すし、どういうところを注意すればいいのかド
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ライバーの方々にきちんと伝えるというのは、

免許更新時に最低でも５年間ずっと繰り返して

いければ徹底はできるはずなんです。ぜひそう

いう取組をしながら、大分県下で特異性のある

交通事故が少しでも減るように対策を講じてい

ただければと思いますので工夫をお願いしたい

と思います。以上、要望としてお願いいたしま

す。

馬場委員 おもてなしの交通環境整備事業とい

うことで、さきほど詳しく御説明がありました。

昨年、中津市だけですけども、横断歩道とか、

一旦停止とか、側線とか、センターラインとか

を見て回りました。そのときに県民の方から、

消えているところがかなりあるというお話もあ

りました。横断歩道や一旦停止は公安委員会、

センターラインや側線は土木建築部になってい

ると思うんですけども、このおもてなしの交通

環境整備事業は、来県する観光客の方の交通安

全というのが目的になっていると思うんです。

さきほど御説明がありましたように、３か年で

整備されると思うんですけども、横断歩道は大

分県全域でどのくらいあるのかということが一

つ。

それから、英語表記の信号機地名板の設置が

２か年で多分３０か所設置されていくのかなと

思うんですけども、どの辺りに設置されていく

のかということが二つ目。

それから、追越し禁止ライン、黄色のセンタ

ーラインも公安委員会かなと思うんですけども、

非常に厳しい予算とは思いますが、その辺りは

この中に入っているのか質問したいと思います。

三浦交通規制課長 本事業は、ビッグイベント

の開催に備えて、国内外から大分県を訪れる観

光客を含む県内全ての人が安全で快適に行動で

きる交通環境を整備するものでございます。

具体的には、摩耗した横断歩道や一時停止の

標示を塗りかえて、安全で快適な交通環境を整

える、英語を併記した信号機の地名板やＳＴＯ

Ｐを併記した「止まれ（ＳＴＯＰ）」標識を整

備して外国人の県内旅行をサポートすることを

事業内容としております。

まず、横断歩道についてですが、大分県内に

は平成２８年度末現在で約１万３，４００本の

横断歩道があります。今後３年間でこの事業に

より約３，８００本の更新を行う予定でござい

ます。

英語表記の信号機地名板の設置箇所について

は、来県する外国人ドライバー等の目印となる

よう、大分空港や高速道路の出入口から国民文

化祭の会場や主要観光地を結ぶ路線を選んで整

備いたします。

追越しのためのはみ出しを禁ずる黄色の標示

については本事業の対象とはしていませんが、

通常の交通安全施設整備事業として毎年更新を

行っているところでございます。

馬場委員 大変予算が厳しい中だと思うんです

けども、ぜひ進めていただきたいと思います。

衞藤委員長 以上で事前通告者の質疑を終了い

たしました。

ほかに御質疑のある方は挙手をお願いします。

河野委員 事前通告しなくて申し訳ございませ

ん。１５ページの高齢者交通事故防止総合対策

事業費等に絡んでお伺いいたします。

私も免許更新時等で高齢者の事故が多発して

いる現状についての講話を伺いましたが、特に

車両の右側から突如高齢者が現れるような感覚

で人身事故が発生している件数が非常に多いと

いうことでした。高齢者にとってみると、横断

を開始する時点で右手側からの車両の通過、進

行の確認はするけれども、それから先の左手か

らの車両の進行についてほとんど認知されずに

そのまま飛び出していくというような状況。車

からすると、ヘッドライトの光軸というのはや

や斜め左方向を向いているということから、右

側から突出してくる高齢者の発見が遅れて交通

事故につながっているというようなこともござ

います。

そういったことについて、高齢者に対する認

識、特に深夜、早朝、暗い時間帯に高齢者が散

歩等で歩いているのを私も結構目にするもので

すから、そういった交通事故の特性に合わせた

事故防止対策というのがどのように講じられて

いるかについてお聞かせください。

渡邉交通部長 委員御指摘のとおり、高齢歩行



- 185 -

予算特別委員会会議記録 第６号

者の事故が多発しておりまして、特に効果があ

るのが高齢者に対する体験講習ということで、

歩行環境シミュレーター等を使い、実際にその

シミュレーターの中で歩いていただき、そして

事故の形態を経験していただくという取組を行

っております。関係機関、団体の方等と連携し

て、高齢者宅等を回ってそういった危険な状況

というのを注意、広報しているという状況でご

ざいます。

衞藤委員長 いいですか。（「はい」と言う者

あり）

小嶋委員 最近は、県警ＯＢの方々が紺の制服

を身につけて、朝あるいは子どもたちの登下校

時などに交通指導と言いますか、安全確保に努

力なさっている姿をよくお見かけします。心か

ら敬意を表します。そういう方々のボランティ

ア活動もあって地域の交通安全というものは確

保されていると思います。

かねてより私も関心を持っておりましたし、

私も地域の役員でもあるんですが、交通安全協

会の充実についてです。今後さらに県警のみで

はなかなか達成できない安全対策をサポートで

きる体制として交通安全協会があると思うんで

すけども、お伺いするところによると、年々加

入者が減少しているということ。それから、免

許の年数も２年から３年、３年から長いので５

年。５年の更新で入る人は５年に１回しか入ら

ないということもありますから、加入で達成で

きる原資、活動費用などの枯渇も懸念されるの

ではないかと思っています。細かい数字を聞い

ているわけではありませんので十分なデータは

持っておりませんが、この数年間の交通安全協

会の加入者の推移がもしこの場でお分かりにな

ればお示しいただきたいと思います。

渡邉交通部長 交通安全協会の加入者の推移で

すけれども、平成２４年が３４．７％、２５年

が３６．１％、２６年が３９．２％、２７年が

３９．２％、そして２８年が４１．５％で、少

しではありますけれども加入は増加している状

況にあります。

小嶋委員 ドライバー総数のうちの約４割とい

うことだと思います。年々数字が向上している

ことについては敬意を表しますし、今後も努力

いただきたいと思いますが、やはり交通安全協

会に加入するということによるドライバーの意

識付けということが一方では重要ではないかな

と思います。近年、すごく無謀な運転をする方

もいらっしゃいますから、そういう方々にはぜ

ひ交通安全協会に入って、そして地域のそうい

う活動に参加いただくということも啓発の役割

としては非常に大きいものがあると思います。

地域の活動も、活発に取り組んでいるところ

は極めて活発に、私が住んでいる地域はすごく

活発に研修会などもやっていますから、そうい

うことを通じて地域の交通安全が確保できると

思います。警察のみでは達成できない交通安全

に交通安全協会がサポートなどをしていただけ

るよう、さらなる加入者の増加に県警も努力し

ていただきたいと思います。以上で終わります。

衞藤委員長 ほかに御質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 ほかに質疑もないようですので、

これをもって警察本部関係予算に対する質疑を

終わります。

暫時休憩します。

午前１１時２３分 休憩

―――――→…←―――――

午後 １時 再開

毛利副委員長 休憩前に引き続き、委員会を開

きます。

これより教育委員会関係予算の審査に入りま

すが、説明は主要な事業及び新規事業に限り、

簡潔かつ明瞭にお願いいたします。

―――――→…←―――――

教育委員会関係

毛利副委員長 それでは、教育委員会関係予算

について執行部の説明を求めます。

工藤教育長 第１号議案平成３０年度大分県一

般会計予算のうち、教育委員会関係について説

明いたします。

お手元の平成３０年度教育委員会予算概要の

１ページをお開きください。

Ⅰ予算のポイントにありますとおり、教育委

員会では大きく三つのテーマを掲げ教育行政を
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推進してまいります。

一つ目は、教育委員会の基本理念でもある、

生涯にわたる力と意欲を高める「教育県大分」

の創造で、全ての子どもたちに未来を切り開く

力と意欲を身につけさせる教育を推進しており

ます。

学力向上の面では、昨年の全国学力・学習状

況調査で、課題であった中学校でも成果が現れ

つつありますが、教科の中には伸び悩んでいる

ものがありますので、引き続き学力向上の取組

を推進してまいります。

高校では、高大接続改革などを見据えた授業

改善やグローバル人材の育成を図るとともに、

地域に信頼され選ばれる魅力・特色ある学校づ

くりを一層推進します。

体力については、着実に向上しておりますが、

運動する子とそうでない子の二極化の状況にあ

りますことから、運動習慣の定着に取り組んで

まいります。

特別支援教育では、一人一人の教育的ニーズ

に応えられるよう、教育環境の整備と教職員の

専門性の向上を推進するとともに、障がいのあ

る子どもとない子どもが共に学べるインクルー

シブ教育システムの構築に向けた取組などを進

めます。また、進路実現のための進学、就労支

援体制についても強化いたします。

いじめ、不登校については、未然防止と早期

発見、早期対応の徹底を図るとともに、不登校

児童生徒の学校復帰に向けてさらに支援を進め

てまいります。

二つ目は、芸術文化による創造県おおいたの

推進であります。

県民共有の財産である文化財や伝統文化を適

切に保存・管理するとともに、国民文化祭、全

国障害者芸術・文化祭を契機に、子どもたちが

文化財や伝統文化に親しみ理解を深める機会の

充実を図ります。

三つ目は、スポーツの振興であります。

屋内スポーツ施設の建設を進め、県民が生涯

にわたり日常的にスポーツに親しめる環境を整

備するとともに、トップアスリートへの重点的

な支援などによって競技力向上のさらなる推進

を図ります。

次に、２ページのⅡ事業体系を御覧いただき

たいと思います。

この体系図は、県政推進指針のうち教育委員

会が主に所管する項目を体系的に表しているも

ので、項目ごとに教育委員会の主な事業を記載

しております。

３ページを御覧ください。平成３０年度教育

委員会予算です。

教育委員会の予算額は、左から２列目、予算

額（Ａ）の欄の上から３番目にありますように

１，１６６億９，８１５万９千円であります。

これを右から３列目の２９年度当初予算額

（Ｂ）欄と比較しますと、その右の欄にありま

すように、額にして２５億７，６６７万円、２．

３％の増となっております。

内訳は、その上にありますとおり、人件費が

約２億２千万円の減となる一方、事業費が約２

８億円の増となっております。

人件費の減は教職員数の減などに伴うもので、

事業費の増は屋内スポーツ施設の工事費が増額

となることなどによるものであります。

それでは、創生前進枠事業や新規事業を中心

に主な事業について説明いたします。

２０ページをお開きください。事業名欄２番

目の教員業務サポートスタッフ活用事業費３，

２７８万９千円です。この事業は、教員の事務

負担を軽減し、児童生徒と授業に向き合う時間

を増やすため、授業準備の補助などを行うスク

ールサポートスタッフを公立小・中学校３０校

に配置するものであります。

その下の教職員の働き方改革推進事業費１，

２３３万円です。教職員が心身ともに健康で能

力を最大限発揮できる職場環境を整備するため、

県立学校にはタイムレコーダーを設置し、また

事務職員等にパソコンの稼働状況を把握するた

めのシステムを導入し、稼働時間を客観的に把

握できるようにするものであります。

次に、４２ページをお開きください。学校建

設費の施設整備費２６億８，９３５万６千円で

す。県立学校の学習環境の向上と施設の長寿命

化を図るため、大分豊府高校など１３校の大規
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模改造工事などを実施するほか、地域農業を担

う若手リーダーの育成に向け、三重総合高校久

住校の敷地内に県内農業系高校の生徒のための

研修拠点施設を整備するものであります。

４５ページをお開きください。特別支援教育

費の項ですが、まず盲・聾学校について、事業

名欄２番目の施設整備費２億２，７７６万１千

円です。盲・聾学校の学習環境の改善を図るた

め、今年度に引き続き盲学校に係るグラウンド

改修を実施するほか、新たに第三次特別支援教

育推進計画に基づいて、聾学校の移設に向けた

基本設計などを実施するものであります。

次に、４６ページです。支援学校費、事業名

欄２番目の施設整備費１億６，５１７万３千円

です。特別支援学校の学習環境の向上と施設の

長寿命化を図るため、臼杵支援学校と竹田支援

学校の大規模改造工事などを実施するほか、新

たに第三次特別支援教育推進計画に基づいて、

高等特別支援学校の新設に向けた基本設計など

を実施するものです。

次に、５５ページをお願いします。事業名欄

２番目のいじめ・不登校等解決支援事業費１億

３，５５１万８千円です。これまで、いじめや

不登校など児童生徒の問題行動の解決を図るた

め、小・中・高等学校にスクールカウンセラー

を配置してまいりましたが、来年度はスクール

カウンセラーを１２名増員し、国の計画を１年

前倒しして全ての公立小・中学校をカバーでき

る体制を整備します。また、新たに国の調査研

究事業を受けまして、法律の専門家であるスク

ールロイヤーによる学校における教育相談にも

取り組みます。

５８ページをお開きください。事業名欄一番

下の県立学校防災備蓄事業費７４７万８千円で

す。この事業は、大規模災害発生時に児童生徒

が帰宅困難となって学校に待機する場合に備え

て、必要な物資、アルミブランケットや簡易ト

イレ、ウエットティッシュを備蓄するものです。

次に、６１ページをお開きください。事業名

欄２番目の中学校学力向上対策支援事業費２億

９，８８８万円です。課題である中学生の思考

力、判断力、表現力及び学びに向かう力の向上

を図るため、一つは組織的な授業改善による新

大分スタンダードの徹底、二つは学校規模に応

じた教科指導力向上の仕組みの構築、三つは生

徒とともにつくる授業の推進、この中学校学力

向上対策三つの提言の徹底に向けて人的支援な

どを行うものであります。

現在は、数学のみ行っている問題データベー

スの配信に英語を追加するとともに、新たに、

生徒の主体的、対話的な学びを支える言語能力

育成ハンドブックを作成、配布します。

その下の小学校英語教育推進事業費１２８万

１千円です。学習指導要領が改訂され、３２年

度から小学校英語が教科化されることとなり、

新しい教育課程の円滑な実施を図るために、小

学校教員の英語指導力向上に向けた研修等に取

り組むものです。

６５ページをお開きください。事業名欄２番

目の特別支援学校キャリアステップアップ事業

費１，９１９万８千円です。この事業は、特別

支援学校生徒の一般就労を促進するため、高等

部の卒業生を一定期間県立学校で雇用すること

によって一般就労に必要なスキルや労働習慣の

習得を支援し、企業への就労につなげるもので

す。また、雇用することで得たノウハウを特別

支援学校における職業教育や進路指導の充実に

つなげ、一般就労のさらなる向上を図ってまい

ります。

次に、６９ページです。事業名欄下の地域の

高校活性化支援事業費３，５００万円です。地

域の高校が地元に信頼され選ばれる学校となる

よう、地域住民等と連携し、魅力、特色ある学

校づくりにつながる取組を継続していくことが

大変重要だと考えております。このため、新た

に、高校生が小・中学校に出向いて英語の学習

を支援したり、お祭りや商店街などと関わり合

うなど、地域を担える人材の育成や、活力ある

地域づくりに貢献する高校づくりを推進する地

域の高校拠点化プロジェクトに取り組みます。

７１ページをお願いします。事業名欄一番下

の地域の未来を担う農林水産人材育成事業費１，

３３６万９千円です。この事業は、地域の生産

者や企業とのプロジェクトチームによる問題解
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決型の学習活動、先進的な農業経営者や農業大

学校等と連携した担い手育成研修、ＧＡＰやＨ

ＡＣＣＰなどの生産工程管理システムの導入に

向けた研修を実施し、経営マインドを持った力

強い担い手の育成につなげようとするものです。

８１ページをお開きください。事業名欄下か

ら２番目の「みんなの読書」拡大推進事業費４

５１万８千円です。この事業は、読書や図書館

利用が困難な人の読書機会の充実と読書人口の

拡大を図るため、県立図書館に電子書籍を試験

導入して読書環境の整備に向けた調査研究を行

うものであります。

次に、９１ページをお開きください。事業名

欄上から３番目の子どもわくわく文化体験事業

費４４１万６千円です。この事業は、国民文化

祭、障害者芸術・文化祭の開催により、子ども

たちが文化に触れ、創造する機会を創出しよう

とするものであります。高校生による小・中学

生向け文化体験講座や小・中・高生による大分

の魅力を発信する絵画展の開催、小学生による

国民文化祭、障害者芸術・文化祭の来場者にお

もてなしの心を伝えるウエルカムカードの作成

など、子どもたちの文化活動の推進を図ってま

いります。

次に、１０３ページをお開きください。競技

スポーツ振興費のうち右端、事業概要欄の上か

ら五つ目のポツ、おおいたシンボルスポーツ創

出事業費２，２６１万円です。この事業は、競

技力のさらなる向上を図るため、バレーボール

やカヌーなど全国大会等で活躍が見込まれる競

技を本県のシンボルスポーツと位置付けて、ト

ップチームの招聘やアドバイザーコーチの配置

など効果的な育成・強化を実施するものです。

また、新たに、小学生タグラグビー大会の開

催や世界トップクラスの指導者によるコーチン

グクリニックの開催など、ラグビーワールドカ

ップの開催を見据えたラグビーの普及啓発や指

導者の育成などを実施します。

次に、１０４ページです。学校体育振興費の

うち事業概要欄の下から二つ目のポツ、部活動

地域人材活用事業費１，６８４万３千円であり

ます。この事業は、教員の部活動指導に係る負

担軽減と指導の質の向上を図るため、技術指導

や引率を単独で行うことができる部活動指導員

を公立中学校３０校に６０名配置するとともに、

県立高校での活用の仕方についても研究するも

のです。

最後に、１０５ページです。事業名欄上から

２番目、県立スポーツ施設建設事業費３９億９，

７００万円であります。平成３１年４月の竣工

を目指して施設本体や各種設備工事を進めるほ

か、競技用具などの備品整備や竣工式、オープ

ニングイベントの開催準備などを行います。

以上で教育委員会の平成３０年度大分県一般

会計予算についての説明を終わります。御審議

のほどよろしくお願いいたします。

毛利副委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入りますが、執行部の皆さん

に申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し、大きな声で簡潔

明瞭に答弁願います。

事前通告者が８名おります。時間も限られて

おりますので、円滑な進行に御協力願います。

順次指名してまいります。

桑原委員 予算概要２０ページ、教職員の働き

方改革推進事業について質問いたします。

今回、本事業に加え、部活動地域人材活用事

業や教職員業務サポートスタッフ活用事業など

教員のための負担軽減策が講じられることにな

りました。しかし、教員の負担を軽減するには

これだけではまだ不十分であると思います。

平成２６年度に文部科学省の委託で行われた

学校の総合マネジメント力強化に関する調査研

究によると、小・中学校の教諭が最も負担を感

じている業務は、国や教育委員会からの調査や

アンケートへの対応であり、その次は研修会や

教育研究の事前レポートや報告の作成となって

います。この事業では、この二つの負担を軽減

するという視点はあるのか、また、行政として

この問題にどのように取り組んでいくのか御見

解をお願いいたします。

法華津教育人事課長 小・中学校の教諭の負担

を軽減するための取組についてお答えします。
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国においては、平成２０年度から文部科学省

が学校を対象として行う定期的な調査の見直し

を行っており、平成２０年度の３１件から平成

２９年度は１５件へと１６件の削減が行われて

おります。

県では、教育庁の全課室で構成する学校現場

の負担軽減のためのプロジェクトチームの取組

として、県教育委員会から学校現場への定例調

査文書について、平成２７年度の調査文書件数

３６０件の１割の３６件の見直しを数値目標と

して全課室で取り組んだところです。具体的に

は、調査文書の削減のほか、調査頻度の見直し

や提出期限、時期の見直し等にも取り組みまし

た。その結果、平成２９年度は７１件の見直し

が行われ、うち削減は３９件となっております。

今後も教員の子どもと向き合う時間の確保のた

めに、引き続き調査文書の見直しに努めてまい

ります。

次に、研修会や教育研究の事前レポートや報

告書の作成についての対応であります。

研修会や教育研究の事前レポートの作成は、

研修等の内容を向上させるためには必要なもの

と考えています。一方で、委員御指摘のとおり、

職員の負担という点についても配慮する必要が

あると考えております。

このため、近年の取組としましては、事前レ

ポートや発表用資料等の事前準備資料は改めて

作成するのではなく、学校で作成済みの学習指

導案等で対応するよう周知しているところです。

今後も、既存資料を活用した取組を拡大してま

いります。

桑原委員 国の調査とかも減っているというこ

となんですけど、国の場合は県の権限でその研

修そのものをなくすということはできないと思

うんですけれども、まずは、この国の委託の調

査等々のようなものを大分県でもしっかりとす

るべきだと思います。

例えば、ＯＥＣＤの調査結果で、参加国の教

員業務の時間なんですけれども、授業に充てる

時間はほとんど一緒なのに部活動がやっぱり５

時間ほど多い。事務作業が２時間半ほど多いと

いう調査結果も出ていますので、国とか県の教

育委員会からのものの削減がどれぐらい時間の

削減に反映されているかというのもしっかりと

調査して、こういうところの負担を軽減してい

ただきたいと思います。

研修に関しては、アメリカ、イリノイ州の調

査結果が有名ですけれども、余りフォーマルな

研修というのが実際の教員の質の向上につなが

っていない。授業を通じたものの方が効果的で

あるという調査もありますので、そういうとこ

ろもきちっと見ていただきたい。そして、何よ

りも教員を評価するのは生徒やその保護者が第

一というところを認識していただいて、こうい

うものをなくして保護者や生徒にしっかりと時

間を割けるように、そっちの方に力を注いでい

ただきたいと要望いたします。

堤委員 まず、概要書の１９と２０ページです

ね、小・中学校の３０人学級編制事業。少人数

学級での学力向上とか落ちつき等の成果はどの

ように見られているのかというのが１点。

２０ページ、教員業務サポートスタッフ活用

事業と教職員の働き方改革推進事業、人事管理

システム再開発事業ですね。このスクールサポ

ートスタッフは小・中学校に３０名配置すると

なっております。人選としては保護者等が検討

されていると聞いていますけども、その人選の

要件はどうかと。また、それによって教員の業

務が具体的にどのように削減されると考えてい

るのか。

二つ目は、タイムカードで勤務時間を管理す

るのはいいんですが、質疑でも若干指摘しまし

たけども、持ち帰り仕事。基本的には持ち帰ら

せないと言っていますが、どうしても持って帰

って仕事をしてしまうという意見があるんだけ

ども、それについてはどのように把握、指導す

るのか。

また、さっき研修等の話がありましたけども、

ちょっと数字を聞き損ねたからどれぐらいの研

修が減っているのか教えてください。

あと、管理システムがどのように今回変更さ

れるのか。

次は、３９ページの定時制の管理運営ですね。

定時制高校の給食提供を実施しているのはどこ



- 190 -

予算特別委員会会議記録 第６号

か。また、給食費の徴収方法及び料金、滞納者

の状況とその原因はどうか。

最後に、８７ページの人権教育振興費。２０

１７年の部落解放同盟の教育研修事業の推進に

おいて、全国高校生集会が群馬県で実施されて

います。参加者１１人の交通費として７４万７，

７５０円が支給されていますけども、これは領

収書等でチェックをしているんですか。

また、２０１６年の鳥取市で開催された全国

高校生集会の参加者１２人に対し日当が支給さ

れているんですけども、高校生に日当を出す理

由は何か。また、県として認めた理由は何か。

２０１７年には日当という記載はないけども、

日当は支給されていないんでしょうか。

以上の点についてお答えください。

米持義務教育課長 少人数学級での学力向上や

落ちつき等の成果についてお答えします。

本県では、小学校１、２年生と中学校１年生

に３０人以下学級編制を導入しており、さらに

学校の規模や学校の状況に応じて加配も含めて

定数配分を行っています。学校現場では、これ

らを活用して習熟度別少人数指導やチームティ

ーチングなど柔軟に学習グループを編成し、少

人数によるきめ細かい指導を行って一定の成果

を上げているところでございます。

学力向上については、中学校１年生時の学力

定着状況を見る県独自学力調査において、国語、

数学、英語の３教科を平均した低学力層の割合

は、平成２１年度は１０．７％であったのに対

して、２９年度は８％となり減少しているとこ

ろでございます。１％を約１００人という勘定

をしますと３００人弱の減かと思います。

落ちつき等については、小１プロブレムの発

生率において、平成２１年度は３２．３％であ

ったのに対し、２９年度は１７．８％となり、

これも半減しているところです。

また、少人数学級の拡大については、国に対

して法律改正による教職員定数の改善を要望し

ているところでございます。

なお、さきほど研修の回数はというお尋ねが

ありました。義務教育課の所管しているところ

では、例えばリレー式改善協議会、小・中学校

の代表者１名程度を集めている会。以前は年６

回行っておりましたが、これを深い学び、中学

校の関係者に限定しまして、年２回に縮小して

います。

また、学力向上支援協議会も以前は年６回程

度行っていましたが、これも年４回程度に縮小

しています。なお、開催も一日開催としていた

ものを半日開催に改善しております。

法華津教育人事課長 まず、スクールサポート

スタッフについてです。

国からは、スクールサポートスタッフについ

て具体的な要件は示されておりません。人選に

ついては、事業主体である市町村が業務内容等

を考慮しまして、例えば教員のＯＢであるとか、

パソコンが得意な保護者等の適任者を選ぶこと

になると考えております。

続いて、スクールサポートスタッフの業務内

容については、授業に使用するプリントの印刷、

印刷物や資料等のクラスごとの仕分、軽微なパ

ソコン入力や掲示物の校内掲示など教員が授業

終了後に行っているものを想定しています。こ

れらの業務を教員に代わって行うことで、教員

が勤務時間外に行っている業務が削減されるも

のと考えております。

続きまして、持ち帰り仕事をどのように把握、

管理するのか、研修等が多過ぎるという声を聞

くがどう対処するのかという点についてお答え

します。

まず、持ち帰り仕事についてですが、平成２

８年１２月に県教委が実施いたしました教職員

の時間外勤務状況調査の結果で、自宅での持ち

帰り仕事の状況は一定程度把握しています。

スクールサポートスタッフや部活動指導員の

配置など文科省の緊急対策を踏まえた取組を進

めていく中で、業務改善を図り、できるだけ学

校の中で業務が終わるよう、教員が教育活動に

専念できる体制づくりに努めていきたいと考え

ています。

続いて、研修等への対処ですけども、研修に

ついては、教育課題の解決や重点取組の推進の

ため、必要な研修については実施すべきものと

考えております。その中で、教員が子どもと向
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き合う時間を確保する観点から、教職員の研修、

会議の精選、縮減を、平成２３年度以降、平成

２２年度比３割削減を目標として取り組んでま

いりました。その結果、平成２９年度実施の研

修、会議で、目標の平成２２年度比３割縮減を

達成する見込みであります。

平成３０年度も、法定研修である中堅教諭等

資質向上研修の校内及び校外の研修日数を、昨

年度の２４日から１９日に削減するなどの見直

しを行っており、今後も引き続き精選、縮減に

努めてまいります。

続きまして、３点目の人事管理システムにつ

いてです。

現在の人事管理システムは、平成１０年に開

発したシステムがベースとなっており、平成２

２年に一部機能拡張などの改修をしているもの

の、開発後既に２０年が経過しセキュリティの

向上や処理スピードの高速化などが課題となっ

ております。特に課題としては、サーバー、Ｏ

Ｓのサポート期限が切れセキュリティリスクが

ある。職員のパソコンの更新が控えております

けどもシステムが対応していない、システム自

体が構造的に古く処理遅延や不備が多々ある。

人事評価制度の一部がシステム化されないとい

った課題がございます。

こうしたことから、来年度これらの課題解決

を図るため現行システムの改修を行うものです。

一方、人事評価制度が平成２８年度から導入

されていますが、この評価事務がシステムとリ

ンクしていないため、今回の改修にあわせてシ

ステムの中に取り込むことで人事異動作業など

を効率的に行うことができるようにしたいと考

えております。

なお、人事管理システムについては、教育委

員会独自のシステムではなく、知事部局等と共

同運用しておりますので、今回の再開発にあた

っても事務局と一緒に行ってまいります。

井上体育保健課長 定時制の管理運営に係る給

食のことについてお答えいたします。

まず、給食提供をしている高校ですが、全て

の定時制高校、大分工業高校、爽風館高校、日

田高校、中津東高校で実施しています。

また、給食費の徴収方法は、爽風館高校が半

期払い、その他の高校は月払で現金を徴収して

おります。

給食費は、食材の仕入れの値段など学校の実

情に合わせて学校ごとに決定しており、１人当

たり月額で５千円から５，７００円となってい

ます。

直近の２８年度のデータによりますと、定時

制４校のうち２校は滞納者がなく、その他の２

校においてそれぞれ４名と２名、合わせて６名

の滞納者があると把握しております。

給食費滞納の原因としては、全て経済的理由

によるものでございます。

樋口人権・同和教育課長 人権教育振興費につ

いてお答えいたします。

最初に、本年度群馬県で開催された全国高校

生集会の旅費７４万７，７５０円につきまして

は、旅行会社の請求書及び領収書で支出を確認

しています。

また、昨年度鳥取市で開催された全国高校生

集会におきましては、参加者１２名分の旅費と

して、交通費、宿泊代、日当を６１万４，２６

０円計上していますが、その内訳は、高校生９

名分及び引率者３名分の交通費、宿泊代と引率

者３名の日当であることを領収書で確認してお

り、高校生には日当を支給しておりません。

なお、平成３０年度の予算では、総額として

昨年と同様の額８５万５千円を計上しており、

兵庫県神戸市で開催予定の全国高校生集会への

派遣経費等が含まれていると考えています。

２０１７年度の日当については、部落解放同

盟大分県連合会は委託金額の範囲内で支給する

としていますことから、２０１７年度は支給し

ていないと確認しています。今後については支

給しない方向で検討しているところでございま

す。

堤委員 少人数学級の関係ですけども、拡大に

ついては毎回国に要望しているということも分

かっているんですけども。一つには学力の問題、

落ちつきの問題で成果が出てきていると、県と

してこういう成果について国にもいろんな声か

け等しているんですけども、そういうことに対
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する国の基本的な考え方、定数の拡大について

は今のところどうなっているのかお伺いします。

それと、持ち帰りの問題ですが、調査の中で

もそういう持ち帰り仕事があるというのを質疑

で質問しましたけども、なかなかそれを把握す

るというのはやっぱり難しいという面があるん

ですね。先生が持って帰っちゃうと分かりませ

んからね。だから、そこら辺りを校長なり教頭

なり上司は、それをできるだけ校内でしてもら

うという方向に向けていかないといかんのだけ

ど、そういう連絡の密度と言いますかね、そう

いうところはどのように具体的にするのかがち

ょっと分からないので、それをお伺いいたしま

す。

それと、定時制の関係ですけども、６人の滞

納がおられると。経済的な理由によるものとい

うことなんだけども、これ減免というのはある

んですか、高校の給食費。ないから滞納になっ

たのかなと思うんだけども、そういう制度も本

当に必要ではないかなと思うんですよ。やっぱ

り働いて、給食費を払って、それが払えないと

いう方が実際に６名おられるわけだから、そう

いう方に対して具体的に救済措置というのは考

えていないのかを教えてください。

最後に、人権教育の関係では、日当は今後な

くしていこうということだけども、やはり不自

然だよね。つまり、１年間だけ日当という記載

があってね、それ以外には全く記載がないわけ

ですよね。そういう点ではこの日当というのが

どういう形なのかなと。非常に疑義を持たれる

ような業務の報告書になっていますからね。今

後日当はなくすという方向であればそれでいい

と思いますけども、それは要望にしておきます。

井上体育保健課長 定時制高校の給食費の件に

ついてですが、現在のところ、給食費の滞納を

している者についての減免制度というのはござ

いません。しかしながら、勤労青少年の高等学

校夜間定時制課程への就学を促進し教育の機会

均等を保障するため、働いている生徒のうち希

望する生徒に対しては給食費の一部を減額し、

経済的な支援を行っているところでございます。

法華津教育人事課長 いわゆる持ち帰り残業に

ついてですけども、持ち帰り仕事については、

教職員からの自己申告によらざるを得ず、なか

なか客観的に時間を把握することが難しいとい

ったところでございます。

この持ち帰り仕事については、健康管理やワ

ーク・ライフ・バランスの観点、また個人情報

の持ち出しといった情報管理の点からも問題が

ありますので、こういったことが起こらないよ

う、学校の中で仕事が終わるよう、働き方改革、

業務改善にしっかり取り組んでまいりたいと考

えております。

定数の改善については、国に毎年度要望して

おります。その結果、加配定数の一部基礎定数

化が図られましたけども、今のところそれ以降

の定数改善の動きというのはございません。

毛利副委員長 よろしいですか。（「はい」と

言う者あり）

原田委員 ２点について通告に沿って質問させ

ていただきます。

まず、２３ページ、２４ページの給与費に関

してです。

小・中学校では、病休・研修代替等の臨時講

師の慢性的な不足が続いています。具体例を言

いますと、別府教育事務所管内のある小学校で

は、９月に女性の方が産休代替に入ったんです。

事前に教育事務所から多くの方々に声をかけて

いただいたみたいで探したんですけど、結局い

なくて。どうしたかというと、教育事務所から

はＴＴ加配があったわけですけど、そのＴＴ加

配をそっちに回してくれという形で要請があり、

今もそのままになっているような状況です。

臨時講師の慢性的な不足について、現状、原

因、そして対策をお聞きしたいと思います。

２点目は、５５ページの、いじめ・不登校解

決支援事業費についてです。スクールロイヤー

活用事業が新たにされることになりましたんで、

その内容についてお聞きしたいと思います。

法華津教育人事課長 １点目の病休・研修代替

等の臨時講師の確保についてお答えいたします。

新卒者が横ばいの状況の中で、大量退職に伴

う大量採用により臨時講師希望者が減少傾向に

あること、教員採用試験の受験者の多くが既に
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臨時講師などとして働いていることや、希望者

の偏在、教科の不一致、さらには病休代替につ

いては任用期間が不安定であることなどの理由

により、臨時講師の確保には苦労をしていると

ころです。

そうした中で、代替職員を確保するため、新

たな取組として、本年度の退職者を対象に、公

立学校共済組合大分県支部が県内６ブロックで

行う退職者説明会において、年度途中の休職代

替等として再雇用等人材バンクへの登録に協力

をお願いするとともに、希望調査を行うなど退

職者の一層の活用に取り組んでいるところでご

ざいます。

さらには、教員養成を行う県内７大学との連

携協力に係る連絡協議会におきまして、教員免

許保有者の増加につなげるため、教職課程に進

む学生を増やしていただくよう協力依頼も行っ

たところでございます。

新たな取組に加え、引き続き、県外、県内の

大学等において採用試験説明会を実施し、本県

への教員志望者の増加を図る取組も行ってまい

ります。教育庁内、教育事務所を挙げ、市町村

教育委員会に協力を得ながら、臨時講師の早期

確保に向けて引き続き取り組んでまいります。

宗岡学校安全・安心支援課長 スクールロイヤ

ー活用事業費の内容についてお答えいたします。

学校や教育委員会の判断で迷う事案について

は、法的側面からアプローチをして法令に基づ

く対応、助言を行うということが一つの役割で

ございます。また、児童生徒、教職員、保護者

を対象にいじめ防止に係る人権教育なども実施

していただきます。

その具体的な活用方法ですけれども、相談に

対して、法律に照らした対応方法等のアドバイ

スを行う相談事業、二つ目に、未然防止として、

小・中・高等学校における法教育の授業や、学

校関係者、保護者を対象とした講演会の実施、

そして子どもや保護者を対象にした無料相談業

務、電話での相談業務を計画しているところで

ございます。

原田委員 病休・研修代替等の臨時講師の件で

すけど、ますますひどくなるんじゃないかなと

思っているんです。それは、大量の退職があり

ますし、人手不足の時代だからであります。今

までの方法ではもっともっとひどくなると思っ

ているんです。皆さん方も努力されているのは

知っていますけど、このことについて根本的な

解決方法を考えていかないと現場はやっぱり大

変だなと思っていますので、また一般質問等で

質問していきたいと思います。

２点目のスクールロイヤーなんですけど、ち

ょっと今お話を聞いて、例えば弁護士との委託

契約みたいな形をするのかと思ったんですけど、

そうではないんでしょうか。

宗岡学校安全・安心支援課長 スクールカウン

セラー、スクールソーシャルワーカーと違い、

弁護士会に話をしまして、委員がおっしゃるよ

うに委託業務ということで実施したいと考えて

おります。

原田委員 分かりました。ちょっとお聞きした

いんですけど、日弁連からもスクールロイヤー

に対する整備を求める意見書がネット上にも出

ていますけど、その中に、学校側からの依頼に

より内部的に助言、指導を行うものであって、

学校側の代理人となって対外的な活動を行うも

のであってはならないという文面があるでしょ

う。つまり、例えばいじめ問題や体罰の問題の

ときには、時として学校側と保護者が対立して

いく場面があるわけですね。そのときスクール

ロイヤーの方々が、いわゆる学校の弁護人、代

理人となってはこの事業はうまくいかないんじ

ゃないかなと思うんですけど、スクールロイヤ

ーの基本的立場についてどのように考えている

かお聞きします。

さらに、もう一つ学校現場の問題として、い

わゆるパワハラの問題があるんです。校長や教

頭が威圧的な態度をとってメンタル的に追い込

まれる方もいらっしゃるんですけど、例えばス

クールロイヤーの方に、校長、教頭を通さずに

教職員の方が直接相談するようなことは可能な

んでしょうか。

宗岡学校安全・安心支援課長 スクールロイヤ

ーの立場ですけれども、御存じのとおり、校内

でのいじめ等について、学校の対応が、保護者
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への説明責任が足りないという部分もございま

す。そういった部分について、学校が弁護士に

アドバイスを求め、弁護士はそれにアドバイス

をすると。学校のみならず保護者も対象とした

いと考えておりますので、学校の代弁者という

ことでは考えてはおりません。

それから、教職員のパワハラ等の問題につい

ては、今のところ想定はしておりません。子ど

もを中心にした生徒指導の問題ということで対

応を考えているところでございます。

守永委員 三つお尋ねしたいと思います。

予算概要の２０ページの教職員の働き方改革

推進事業費についてです。この事業で勤務時間

を客観的に把握するための措置としてタイムレ

コーダーの設置が予算化されていますけども、

このタイムレコーダーはどこに設置するのか具

体的にお聞きしたいのと、このタイムレコーダ

ーによる出勤退庁の判断基準はどのように考え

ているのかお尋ねしたいと思います。

次に、２０ページの教職員業務サポートスタ

ッフ活用事業費についてですけども、働き方改

革推進事業で把握された勤務実態を踏まえて、

スクールサポートスタッフの配置については見

直しを行う予定があるのかお伺いします。

もう一つが、４０ページのものづくりスペシ

ャリスト育成推進事業費ですけども、具体的に

どこにどのような設備を整備されるのかお伺い

したいと思います。

法華津教育人事課長 １点目のタイムレコーダ

ーについてです。

タイムレコーダーの設置場所は、原則として

職員室を想定しておりますけども、これについ

ては学校現場の声を聞きながら具体的に対応し

てまいりたいと考えています。

次に、出勤、退庁の判断基準についてですけ

れども、職員は出勤、退庁時にＩＣカードをタ

イムレコーダーにかざすことで出退勤の時刻を

記録していくというふうに考えています。記録

漏れがある場合にいては、本人に確認するなど

して対応することを考えております。

そのほか判断に迷うケースがあれば、先行県

の状況も確認しながら適切に対応していきたい

と考えています。

次に、２点目の教員業務サポートスタッフに

ついてです。

スクールサポートスタッフが授業に使用する

プリントの印刷等を行うことで、教員が勤務時

間外に行っている業務が削減すると考えており

まして、スタッフを配置する市町村教育委員会

と連携し有効活用を図っていきたいと考えてい

ます。

当該事業については、国の補助事業を活用し

実施していますことから、３１年度以降の配置

については、まずは国の動向を注視するととも

に、スタッフの配置効果も踏まえ検討していき

たいと考えております。

森﨑教育財務課長 ものづくりスペシャリスト

育成推進事業費の内容について御説明します。

本事業は、将来の産業界を担う高度な技術を

持つ人材の育成を図るため、農業や工業の専門

高校の実習施設、設備を魅力的な学びの場とな

るよう整備するものでございます。

３０年度は６校を整備する予定です。具体的

には、国東高等学校に電子回路のプリント基板

作成装置を、大分東高校に畑の畝をつくりなが

ら同時にビニールシートをかぶせていく平畝整

形マルチ機一式を、さらに電気で溶接するアー

ク溶接機を、津久見高校に金属を溶かして型に

入れ凝固させる溶解炉を、玖珠美山高校に肉加

工品の乾燥、薫煙に使用する薫煙器を、日出総

合高校に安定した草むら栽培を可能にする温室

自動制御装置を、最後に三重総合高校には菓子

製造などに使用する電熱オーブン関連器具一式

を整備する予定です。

今後も学校や部会等の協議を十分に行いなが

ら、真に必要な設備の整備を行っていく予定で

ございます。

守永委員 出勤、退庁の時間がタイムレコーダ

ーの設置によって把握されることになると思う

んですけども、いつ来ていつ帰ったかというの

が把握されるということで、具体的にどのよう

な勤務実態かというのはそれぞれからヒアリン

グとかを行うようになるのかなと想像したんで

すけども。もし具体的にその後の勤務実態の把
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握作業が行われる予定があれば、どのように行

うのか教えてください。

また、サポートスタッフの活用については、

結果的には３０年度中に実態把握ができた上で、

特に必要があれば３１年度の事業でそれがいか

されていくのかなとイメージしたんですけども、

それでいいかどうかお答えいただきたいと思い

ます。

あと、ものづくりスペシャリスト育成推進事

業費については、それぞれの専門家の養成高校

の中で必要な機材を準備するということになる

わけですけども、それぞれ備品の耐用年数とか

を想定すると、長期的な教育計画とうまくリン

クさせた上で必要なものを購入していくという

こともあるでしょうし、中には単年度で切り替

わるかもしれないものに対して整備ができない

という機材もあるのではないかと思うんです。

そのような機材については、どのような対応を

されているのか教えてください。

法華津教育人事課長 １点目のタイムレコーダ

ーによる時間の把握でありますが、タイムレコ

ーダーによって勤務時間を客観的に把握するこ

とで、長時間勤務者への管理職による指導や必

要に応じて校務分掌の割り振りの見直し等を行

い、教員の長時間勤務の改善や子どもと向き合

う時間の確保につなげていきたいと考えていま

す。

２点目の、スクールサポートスタッフについ

てですが、当初国は４か年をかけて、最終的に

は１２学級以上の学校には１名を配置したいと

言っておりましたけど。ちょっとその辺が今ト

ーンダウンしておりまして、今、次年度以降の

動向がはっきりはしておりませんけども、当然

配置したスクールサポートスタッフの効果等も

見ながら、また次年度に向けていろいろと検討

はしていきたいと考えております。

森﨑教育財務課長 基本的には、学校からの要

望に基づいて私どもは整備しております。最近

では、やはり検定試験とかそういうものが多い

です。ＣＡＤとかですね、今年度であればＣＡ

Ｄやフォークリフトとかも入っています。

今後とも、学校のニーズを踏まえ、十分協議

しながら整備していきたいと考えております。

守永委員 教職員の働き方をどのように改善し

ていくかという中で、子どもと向き合う時間を

いかに確保していくかという観点はぜひ尊重し

ていただいて、改善に向けて努力をお願いした

いと思います。ただ、教職員の場合、超勤手当

そのものはつきませんよね、４％の手当がその

代替という形になっていると思いますので。実

態を把握した中で、この４％を上回るような勤

務実態が実情として把握されたときに、それを

どのように改善していくのか。基本的には超過

勤務の時間を削っていくという方向で、人を増

やすなり、そういった工夫が必要になってくる

のかなと思いますけども、ぜひその辺はワーク

・ライフ・バランスがきちんと取れるような対

応をお願いしておきたいと思います。

また、専門課程の有意義な教育を進めていく

上では、そういった教材とか、特に新しい機材

にどうなじんでいくかというのは、ある意味そ

の学科に進学して将来をどう夢見るかというこ

とにつながる部分もあると思いますので、積極

的に環境整備をお願いしておきたいと思います。

以上、要請として。

後藤委員 ７１ページの地域の未来を担う農林

水産人材育成事業について伺いたいと思います。

結構な予算を割かれているので非常にいいと

思うんですが、具体的に農産物食品加工品にお

ける生産工程管理システム導入に向けた研修事

業費とありました。さきほど教育長もＧＡＰや

ＨＡＣＣＰというお話をされていましたが、例

えばどこの高校でどんな生徒さんを対象に、若

しくはその先生を対象にするのか。あと多分講

師を呼ばれると思うんですけど、どんな講師を

呼ばれるのか、そういったことをお尋ねしたい

と思います。例えばそれを受けた生徒さんが県

内就職を目指す場合もあるでしょうが、中には

進学をという場合もあると思います。そういっ

たことも具体的に考えられているんであれば教

えていただきたいと思います。

姫野高校教育課長 生産工程管理システム導入

に向けた研修事業費についてお答えいたします。

本事業は、地域の農業法人や食品加工業者、



- 196 -

予算特別委員会会議記録 第６号

関係機関と連携して、農作物及び食品加工品の

安全を確保するための生産工程管理、さきほど

のＧＡＰ、ＨＡＣＣＰの取得を目指すものでご

ざいます。

食の安全と安心に対する高い意識と専門スキ

ルを持った人材育成ということで、農業、水産

系高校９校において取り組むこととしています。

具体的には、先進的取組を行っている農業法

人などの生産現場の視察研修、農業大学校と連

携したＧＡＰの学習会、さらには各校合同によ

る学習成果の発表会に取り組みたいと考えてい

ます。

なお、この事業によって、おっしゃるように、

農業人材、農業大学校や関係機関への就職、そ

して進学という農業の高い意識を持った人材育

成を図ってまいりたい。あわせて、農業系高校

のＪＧＡＰ認証の取得を目指したいと考えてい

るところでございます。

後藤委員 とてもすばらしいことだとは思うん

ですが、気になることが。大分県としてＧＡＰ

認証農業法人、それからＨＡＣＣＰを取れるよ

うな食品加工業者が増えるようにということで

やっているとは思うんですが、いまだ数は増え

ていません。どちらかと言いますと、できれば

農業高校、農業系の学科に行かれた方に、やっ

ぱりもう少し農業簿記だとか、大学でいうとこ

ろのＭＢＡみたいなしっかりマネジメントだと

か、そういうのをされた方がいいのではないか

と思ってます。

農業大学校の所管はこちらじゃないとは思う

んですけども、例えば農業系学科の高校から農

業大学校に進んだ場合に、それまでやってきた

ことが果たしていかせるかどうかとかも含めて

なんですけど、やはり農業法人に就職する場合

は、実際に雇用する方として見たら、何もＧＡ

ＰだとかＨＡＣＣＰだとかその取得認証よりも、

むしろ実践的に農業簿記だとかをやれる方だと

か。そういった農業簿記を習得すればほかのと

ころに行っても使えるということもありますし、

そういったところにも力を入れたらどうかなと

思っております。何かコメントがあればいただ

きたいと思います。

姫野高校教育課長 そういったいろんなスキル

を農業系の生徒に育成していきたいということ

で、３年ほど前の授業から地域人材を活用して、

そして振興局それから地域の企業、法人という

ところでインターンシップ、そしてそういった

経営に関する勉強をやっているところでござい

ます。それをさらに広げていきたいということ

で、再来年度、アグリ創生塾、県農業高校全体

の研修所として、そういった経営に関する勉強

を同時に入れて、県全体のスキルアップを図っ

ていきたいと考えております。

毛利副委員長 よろしいですか。（「はい」と

言う者あり）

平岩委員 ４点質問を出してたんですけれど、

１点目の質問は原田委員と全く重なりまして、

今、法華津課長が丁寧に答弁されたので、もう

要望にとどめたいと思います。

小・中・高の特別支援学校の休職・産休・育

休代替の数が暫定的に組まれていると思ってい

るんですが、さっき休職者の数が横ばいと言わ

れましたので、これからこの人数で足りていく

のかなということを心配しています。

原田委員が言われたように、途中から先生が

いないとか、最初から先生が足りないとかいう

ことで、本当に現場が大変な状況になっている

のを聞いております。ぜひそこに力を入れてい

かなければならないと思いますが、今年の採用

試験を受けた人の、３次では受からなかったん

だけど２次まで行った人たちが、来年の採用試

験の１次試験免除が１年から２年に延長された

というお話が教育委員会で決まったということ

です。該当する人は多くはないんですが、来年

も臨時講師でまた頑張ろうって思う人が何人か

出て、声を聞くんですね。だから、やはり、そ

ういう部分での改善も少ししているのかなと思

ったりしますので、教員採用試験を受ける人た

ちに対する改善もしていっていただきたいと要

望したいと思います。

２点目なんですが、日本語を母国語としない

外国につながる児童生徒が義務制の学校にどの

ぐらいいるのかなということ。そして、その子

どもたちに対する日本語指導や高校進学への支
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援が予算書の中のどこにどのように組み込まれ

ているのかということを教えてください。

それから、５６ページの生徒指導対策費の２

４時間子供ＳＯＳダイヤル、子ども電話相談っ

て結構いろんなところがあるもんですから、こ

の２４時間子供ＳＯＳダイヤルについての内容

が分かったら教えてください。

それから、同じく５６ページの爽風館高校に

おける補充学習の対象者や内容、これについて

具体的な内容をお知らせいただきたいと思いま

す。

樋口人権・同和教育課長 日本語を母語としな

い外国につながる児童生徒の数等についてお答

えいたします。

日本語指導が必要な児童生徒数は、本年２月

の調査では県内に５０名ほどいます。支援策に

ついては予算概要書の８７ページ、上から２行

目の人権教育研修事業費に計上されております。

具体的には、児童生徒への支援ネットワークを

構築するため、学校内外の有識者で構成するネ

ットワーク会議を開催したり、受入体制や支援

の在り方について協議を行ったりしております。

また、外国人児童生徒教育担当者等に対して

の研修会も実施して、各学校の担当者の資質向

上を図っているところでございます。

宗岡学校安全・安心支援課長 まず１点目は、

２４時間子供ＳＯＳダイヤルの詳細についてで

ございます。

児童生徒が夜間、休日も含めて、２４時間い

つでもいじめなどの悩みを気軽に相談できると

いうことを目的に実施しています。夜間・休日

業務は１７時から翌朝の９時まで。この部分に

ついては外部委託をしており、その他日中につ

きましては県教育センターの教育相談部で対応

しているところでございます。

相談件数や相談内容ですけれども、今年度の

相談件数は、平成３０年の２月末の時点でちょ

うど２００件です。その相談内容ですけれども、

その中に２８件の無言電話もありまして、それ

を差し引いた１７２件のうち上位から、いじめ

が２７件で１５．７％、学校生活に係るものが

２４件で１４．０％、家庭での悩みが２１件で

１２．２％という順番です。

時間帯別の相談件数は、１７時台から１９時

台が３７％と集中しており、深夜帯の２３時か

ら４時でも１８％ということです。月別で見ま

すと７月が一番多く２８％を占めるという状況

でございます。

続きまして、爽風館高校における補充学習教

室の対象者や内容について詳しくということで

ございます。

不登校あるいは不登校傾向の中学生や高校生

を対象として、大分大学の学生がそのサポータ

ーとなって、爽風館高校で補充学習を行ってい

るものです。平成２９年度は、中学校３年生と

全高校生を対象としておりましたけれども、平

成３０年度は、その対象を要望の多かった中学

校１・２年生まで拡大して実施する予定です。

日時については、毎週金曜日の１６時２０分か

ら、それから１９時から、この２回を２時間ず

つ実施しています。

この教室に通っている子どもさんの状況です

けども、この補充学習教室で学びたいと登録し

た生徒が６４名です。１年間に６５回実施いた

しまして、延べ４９２名が参加して学習してい

るところです。

最後に、生徒にアンケートを取りましたので

少し紹介します。保護者や生徒の声として、サ

ポーター、大学生の年齢が近いので、学習だけ

でなく様々なことを話しやすいし、落ちついた

雰囲気で学習でき自信がついた。あるいは、開

設する曜日をもっと増やしてほしいといった肯

定的な意見が多数ございました。

平岩委員 爽風館高校における補充学習を私は

全く違ったものと捉えていましたので、今教え

ていただいてよかったなと思いました。

それから、２４時間子供ＳＯＳダイヤルにつ

いてですが、会派で話をしたときに、ダイヤル

っていう言葉が今の子どもに通用するんだろう

かっていう話になりました。細かいことですけ

れどもそんな話が出ました。

外国につながる児童生徒のことなんですけれ

ども、８７ページの人権同和教育予算の中に組

み込まれているということで、具体的にいくら
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ぐらいか、もし今分かるんであれば教えていた

だきたいと思います。

樋口人権・同和教育課長 予算の中の２６万１

千円が外国人児童生徒ネットワーク支援会議等

に使われる予算でございます。

平岩委員 私、毎年予算特別委員会のときにだ

けこのことを質問してしまって、１年間ずっと

何か自分の中の取組が甘いなと思うんですけれ

ども。中学校、小学校、高等学校、すごく外国

語に対する支援をお金をかけてやっていただい

てるんですけど、２６万１千円という非常に厳

しい予算の中で、厳しい子どもたちが５０名以

上いるということだと思います。言葉の壁、文

化の壁、そして進学の壁、そして進学継続でき

るか、いろんな壁にぶち当たる子どもたちだと

思いますので。高校教育課も人権・同和教育課

も物すごく進路ガイダンスなどでは支援いただ

いてるんですけど、またこのことを一緒にずっ

と続けていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

馬場委員 １０４ページの部活動地域人材活用

事業についてお尋ねいたします。

中学校の部活動では、運動部や文化部、そし

て部活に入ってない生徒もいると思いますが、

やはり部活は学年の違う生徒が交流して、人間

関係を築いて、同じ目標に向かって取り組んで

いくということではとても貴重な経験と言いま

すか、中学生にとっては大事な活動だと思いま

す。例えば、学校が小さくて合同でチームをつ

くったりとか、もう部活がつくれなかったりと

か、それから先生方も全員、多分持ってると思

うんですけども、自分が経験した部じゃないの

を持つということで、外部指導員という方が今

までもいらっしゃったと思います。

この事業では、部活の軽減、教職員の負担軽

減っていうのを一つの目的にしていますけども、

どこの市町村の中学校に配置予定なのか、県立

高校はどこの高校に配置されていくのか。人数

的には公立中学校６０人と県立高校枠６人とい

うことで多くはないと思うんですけども、この

部活動指導員の職務内容はどういうことをされ

るのかお尋ねいたします。

井上体育保健課長 部活動地域人材活用事業に

ついて、１点目の市町村への配置についてです。

中学校の部活動指導員については、市町村が

配置する場合に報酬等の一部を補助するもので

す。この事業の対象は全市町村で、市町村から

の申請に基づいて実施箇所を決定していくこと

としております。

２点目の県立学校への配置についてですが、

この事業における県立学校関係については、部

活指導員の効果的な活用について実践研究をす

るものです。顧問が専門外であるなど適切な部

活動運営に課題のある学校を対象にして、また

学校規模等も勘案して配置校を選定していくこ

ととしております。

３点目の部活動指導員の身分と職務内容につ

いてですが、身分は、中学校の場合は市町村、

また県立学校の場合は県の非常勤職員としての

雇用となります。

また、職務内容は、部活動指導や大会等の引

率です。これまでの外部指導者とは違い、学校

の教諭がつかなくても単独で行えるというもの

でございます。

馬場委員 今の時点で申請が出ている市町村が

あるのかどうかということと、この事業は、こ

れから来年、再来年度とか、今後も行われるの

かというところをお願いして終わりたいと思い

ます。

井上体育保健課長 中学校における県内の申請

状況ですが、現時点は国の内示を待っている状

況です。その内示がございましてから、市町村

からの申請に基づいて実施箇所を決定していく

ということです。

２点目は、来年度以降の見通しですが、３０

年度が初年度ですので、引き続き来年度等も継

続していきたいという方向性は持っております。

毛利副委員長 よろしいですか。（「はい」と

言う者あり）

尾島委員 １点お願いしたいと思います。

予算概要のページ６５、マル特の特別支援学

校キャリアステップアップ事業費についてです。

教育委員会では、これまで就労支援アドバイ

ザーの配置など、特別支援学校高等部卒業生の
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進路や就労支援に大きな役割を果たしてきたと

思うんですが、また今回の予算では高等特別支

援学校の整備に向け基本設計に着手という説明

もございました。今回のこのステップアップ事

業を見ますと、卒業生を県立学校に一定期間、

具体的には１年から最長３年雇用して一般就労

につなげるということで、いわゆる仕事の仕方

を覚えさせようという狙いがあるんではないか

と思います。

この事業の詳しい内容について説明いただき

たいと思うんですが、特に私が気になっている

のが県立学校での雇用とあるんですね、これは

どんなところを予定しているんでしょうか。特

に卒業した支援学校なのか、あるいはその他の

学校なのか、また一般の県立学校なのか、そう

いうことです。

それから、さきほど申しましたが、やはり仕

事の仕方を覚えてもらわなければならないとい

うことになりますと、そこで行う業務とか仕事、

どういった内容のものを予定しているのか。

そして一番気になるのが、やはり一般就労に

向けて指導をどういうふうにやっていくのか、

その体制についてお願いしたいと思います。

最後に、賃金とか社会保険等を含めて、処遇

についてはどのようにお考えなのか御答弁いた

だきたいと思います。

後藤特別支援教育課長 特別支援学校キャリア

ステップアップ事業についてお答えいたします。

まず、勤務場所ですが、任用の１年目につい

ては、定められた時間に出勤をする、時間内に

仕事を終えるなどの働くための基礎となる力を

獲得する段階と考えています。そのため、職場

環境に早くなじむことができ、周囲からの理解

も得やすい出身校等の特別支援学校を考えてお

ります。

２年目、３年目は、学校規模の異なった職場

環境の中で、これまでに身に付けた働く力の定

着と応用を目指す段階として、地域内にある県

立高等学校としております。

業務内容は、本人の障がいの程度や就業場所

における所管業務等を勘案し、本人の健康と安

全に配慮して決定します。業務の例としては、

校舎内の清掃、敷地内の環境整備等の環境整備

作業、それから不要文書等の整理、郵便物等の

仕分などの事務補助作業を想定しております。

業務評価等により、就業場所を離れて民間企業

等での職場実習も実施する予定です。

指導体制ですが、就業場所の管理職等の担当

者による支援のほかに、出身学校の進路指導主

任、それから障害者就業・生活支援センターの

職員等からなるサポートチームを結成します。

そして、対象者への支援を行います。サポート

チームは、担当者と連携しながら、必要に応じ

て、共に業務を行ったり相談に応じたりして個

別に支援を行います。また、定期的に会議を開

催し、就労の状況や今後の支援等についての共

通理解を図りチーム支援を実施いたします。

雇用形態は、非常勤職員といたします。勤務

日数は月２０日以内、報酬は日額４，５００円

で、勤務時間は６時間と考えています。

尾島委員 雇用期間が１年あるいは３年かなと

思ったんですけど、今の説明を受けますと、も

う３年間ということで決めていらっしゃるんで

すかね、それが１点です。

それから、段階的に、卒業した学校で少し仕

事に慣れて、２年目、３年目に違うところに行

くというのは大変いいことだと思ってます。卒

業してすぐに異なった環境の中で仕事まで覚え

るというのはやはり難しいと思いますから、そ

ういった意味では大変いいことだと思うんです

けど。

確か１１名予定されていたと思うんですけど、

採用については、個人の希望とか、それぞれの

学校の生徒に対する適性とかを見て判断される

と思うんですけど、最終的な進路の決定はどう

いうふうにされるのか、その２点をお願いした

いと思います。

後藤特別支援教育課長 勤務場所の決定につい

てお答えいたします。

もちろん御本人の希望ですとか、それから通

勤が可能かどうかという地域もありますので、

そのようなことを考えながら決定していきます。

雇用期間については、最長が３年間です。た

だ、さきほど言いましたように業務評価を行い
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ますので、１年目の業務評価で一般企業への就

労が可能となれば、その時点で一般就労の方へ

移行していただくということを考えております。

毛利副委員長 よろしいですか。（「はい」と

言う者あり）

毛利副委員長 以上で、事前通告者の質疑を終

了いたしました。

ほかに御質疑のある方は挙手をお願いします。

末宗委員 ちょっと予算書に見当たらんでね、

誰に質問していいかよく分からないんだけど。

数年前話題になった民間人校長、いろいろ話題

になってるんだけど。県議会で議論している中

で余り教育委員会から説明も受けたことないし、

どういう状態だったということを余り聞かない

んだけどね。現状で学校現場でどういう成果が

出たのか、そしてどういう点でデメリットが出

たのか、そこら辺りを含めて説明していただき

たい。そして今後どのように持っていくのか。

非常に推進していくのか、現状でやるのかとか。

そして民間人校長にお金がいくらかかっている

かも、そこら辺りを回答願いたいんですけど。

法華津教育人事課長 民間人校長についてお答

えいたします。

民間人校長には、民間の経験やノウハウを活

用して保護者や地域のニーズを的確に把握し、

従来の固定観念にとらわれない、柔軟で開放的

な学校運営の推進を期待しております。

また、民間人校長が教育のプロである教職員

の多様な価値観を認めながら、共に力を合わせ

て、学校が一丸となって新たな取組を進めてい

くことにより、学校現場の意識改革が図れるこ

と、こうした取組が他校にもよい波及効果をも

たらすことを期待しているところです。

民間人校長は平成２９年度時点で９名を配置

しておりますけども、２名が今年度末で退職で

す。３０年度は、金融機関で業績調整役として

勤務されていた方を本年１月に義務教育課参事

として採用して、校長に向けての３か月の学校

現場や国の機関等での研修を踏まえまして、４

月１日の小学校校長の着任に向けて準備を進め

ているところであります。

配置の効果につきましては、さきほど私ども

が目的とした効果が一定程度は出ていると思う

んですけども、まだまだなかなかほかの学校ま

では波及していないというのが課題であると認

識をしているところでございます。

末宗委員 質問に的確に答えていただきたいん

だけど。思うじゃなくてね、成果がどのように

具体的に出たんか。それを見込んで当然この制

度をやってるわけやから。何かこういうのを期

待して制度を導入したというとこで終わってし

まうような答弁なら、もう今、何年目か知らな

いけどね。

それと、デメリットはどんなふうだった、具

体的にどういう問題点が出たのかという質問を

したんだけど。委員長、質問になかなか答えて

くれないんだけど、的確によろしくお願いしま

す。

法華津教育人事課長 民間人校長の配置の効果

であります。

例えば、日田市において、今年度、民間人校

長１名を配置しておりますけども、民間人校長

から見た学校現場のいい点、悪い点について研

修の講師をしていただき、現在いる民間人校長

の方々に民間の立場から見た学校の状況という

のを知っていただいたという取組を行っていま

す。学校現場の校長の方から、そういった見方

があったのか、非常に参考になったという御意

見もいただいています。

民間人校長の配置そのものについてのデメリ

ットはないものと承知をしております。

末宗委員 デメリットはないと言うんだね、回

答はそれに間違いないわけやね。それと学校現

場において、どのように具体的によくなったと

いう事例も余りないわけやね。そういう回答と

受け取っていいんかな本当に。そういうふうに

受け取れる、今の答弁は。

法華津教育人事課長 民間人校長を配置したこ

とによるデメリットというのはないものと承知

しております。

効果につきましては、一定程度出てるんです

けども、なかなか明確に民間人校長を配置した

ことによって具体的に示せるような効果という

のは、すみません、今すぐに申し上げることは
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できないんですけども、やはり、さきほど言い

ました日田市での研修等におきましては、現場

の校長先生の方からは、こういった見方もある

のかといった声があった点について、効果はあ

ったものと認識をしております。

衛藤委員 概要の１００ページ、学校保健費の

フッ化物洗口について、今年の導入目標を教え

ていただけませんでしょうか。

昨年の決算特別委員会の際に、成果指標が市

町村単位になっている、市町村単位では実態を

正確に表現しきれないので、学校単位若しくは

学年単位できちんと成果目標をはかるべきだと

いう要望を申し上げましたが、その点は今年ど

うなっているでしょうか。そうなってないので

したら理由もあわせてお願いいたします。

井上体育保健課長 小・中学校におけるフッ化

物洗口の取組でございます。来年度の計画等で

すが、まずは全市町村、それから全小学校への

拡大に向けていきたいと思います。

ただ、１年間で全てを完結するというのは非

常に壁も高うございますので、３０年、３１年、

３２年、そういった年次計画を持って進めてい

きたいと考えております。

毛利副委員長 まだ答えてない。答弁漏れがあ

ります。

井上体育保健課長 まず、実施校ですが、３月

１日現在、１７市町村で１３８校が導入してお

ります。

宮迫理事兼教育次長 失礼しました。フッ化物

洗口については、市町村ごとに取組のスケジュ

ールがありまして、学年ごとに進行していると

ころもあれば、学校ごとにやっているところも

ございます。県教育委員会としては、基本的に

は、全校で全小・中学校でフッ化物洗口を行う

という目標のもとに、当然まずは全市町村で導

入をしていただくと。その次については、もう

全学校から全学年という形で進めてまいりたい

と思います。指標としてというお話でございま

すけれども、その辺りの数字もきちんとつかん

で普及に努めていきたいと思っております。

毛利副委員長 質問の内容をよく聞いて答弁を

してほしいんですけど。

衛藤委員 もう一回説明させてもらっていいで

すか。

毛利副委員長 もう一度やってください。

衛藤委員 私が申し上げたのは、決算のときも

出てくるように、毎年の成果指標っていうのを

設定すると思います。今年の予算に対する成果

指標は、確か去年の決算特別委員会のときは１

８市町村中１１市町村が導入っていう形だった

と思います。今年の予算に対するそのゴール、

目標っていうのは最終的には全部なんでしょう

けど、今年の予算に対するのはどこまでなんで

すかっていう質問を今しました。

その際の成果指標については、市町村単位は

ふさわしくないと思いますと。ふさわしい成果

指標の管理っていうのは、学校数若しくはさら

に詳しく学年数で管理すべきだと思いますって

申し上げました。

仮に市町村でやりたいって言うんだったらそ

の理由は何なんでしょうか。その実態を正確に

反映してない指標を使う理由は何なんでしょう

かっていうのを申し上げたんで、ぜひきちんと

質問に答えていただければと思います。

宮迫理事兼教育次長 失礼いたしました。今年

度は１８市町村全てでフッ化物洗口をやるとい

うことを、まず予算上は目標としておりまして、

当然委員がおっしゃったとおり、これ全学年で

すね、全校全学年という形でやっていくわけで

すから、その辺りの状況もきちんとつかみなが

ら市町村を指導していきたいと思っております。

全学年、全校全学年、それからその実施数、実

施人数、こういったところをどれぐらいにして

いくっていうのは、またこれから検討していき

たいと思っております。

毛利副委員長 次長、今の答弁の前に、まず決

算によって、それから進んでいるんで。もう少

し詳しく答弁できませんか。

宮迫理事兼教育次長 フッ化物洗口は、まず、

全市町村でやっておりませんから、それをまず

全市町村でやっていただくということが最大の

我々の目標ということになりますけれども。そ

の後は、当然その学年なりにするところもござ

いますんで、全学年でやっていく、それを市町
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村にきちんと指導していくということをやって

いきたいと思っております。

フッ化物洗口の最終的な目的というのは虫歯

保有率の減少ということになりますんで、最終

的な成果指標としてはそういうところになるん

ではないかと思っております。その段階として、

どれだけの人数、どれだけの学校、どれだけの

学年でやっているかっていうのもつかんでいき

ながら、その数字をもとに指導を重ねてまいり

たいと思っております。

毛利副委員長 衛藤委員、理解できましたか。

衛藤委員 さきほどから質問に全くお答えいた

だけてないんですけども、教育長は御理解いた

だけてると思うんですけども、成果指標がおか

しいっていう話をしてるんですよね。何で実態

を表していない成果指標を使うんですかってい

う理由に、さっきから一つも答えていただいて

ないんですよ、それに尽きると思うんですけど

も。もう一つは、ちょっと今変な答弁が出ちゃ

ったんでもう突っ込まざるを得ないんですけど

も、子どもたちの虫歯の数が最終的な指標だっ

て言うんだったら最初からそれを使うべきじゃ

ないですか。やはり答弁も取り消してきちんと

説明をお願いします。別にそんな難しいことを

さっきから何一つ聞いてるつもりはないんです

けど。

工藤教育長 大変失礼をいたしました。昨年の

決算で、確かに市町村単位で導入を云々すると

いうことについては指標としてふさわしくない

のではないかというお話がございました。この

フッ化物洗口に取り組み始めたときに、まず我

々は、全く入っていない状況の中から、何とし

てもしっかり入れていく必要があるということ

で、経過的な指標と言いますか、そういうこと

で、まず全市町村、モデル的にもしっかり取組

を入れてくださいというお願いをしてきた。本

来であれば、２８年までで全部入れてほしいと

随分訴えてきましたけれども、なかなかそこま

ではいかなかったということで、さらにその取

組をその指標のまま進めざるを得なかったとい

うことであります。

そして、今時点において、１町を除いてそれ

ぞれ取組が始まった。次の段階としては、これ

はさきほど申し上げたように、指標としては全

学校、全学年で入れていくべきだろうと。その

先には、当然虫歯の本数そのものを大きく減し

ていくということが目的であります。究極では

ゼロになることだと思うんですけれども、じゃ

あ何本にしますという話は、それは指標として

はふさわしくないだろう。だから、取組として

しっかり全学校、全学年でやってもらうという

取組にこれから進んでいるという段階でござい

ます。市町村によってはいろいろまだ疑問等が

あるというようなことがございますけれども、

そこは我々はしっかり訴えをしていきたいと思

っております。予算上、学校保健費の中で、直

接このフッ化物洗口のコストを入れるという形

にしているものはございませんけれども、目標

としては、あくまでそういう形でやっていきた

いということでございます。

経過を含めて一応申し上げたつもりでござい

ます。

毛利副委員長 よろしいですか。（「はい」と

言う者あり）

土居委員 予算概要の１２ページの市町村教育

行政推進支援事業費についてです。

これは県と市町村教育委員会との連携を高め

ていこうということです。今のフッ化物洗口の

話もそうですけども、やはり県教委が進めるも

のと、それを市町村教委もしっかりと理解をし

て、一体となって取り組むことがとても大事で

す。ですけど、なかなかそうはなってないよう

な現状も伺えます。

これまで市町村教育委員会、県の教育委員会、

その職員も含めて見てきたところ、どういう課

題が見えてきて、どういう課題を解決していけ

ば、さらにすばらしい大分県教育が実現するん

じゃないかというような思いがございましたら

お聞かせいただきたいと思います。

能見教育改革・企画課長 市町村との連携につ

いてですけれども、芯の通った学校組織の取組

を進める中で、今年度から３年ということで、

その第２ステージとして新たなプランを策定し、

その１年目の取組を進めてまいりました。その
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プランの中でも市町村との連携を強化するとい

うことで、例えば市町村教育長会議、昨年度ま

では２回開催しておりましたが、１回増やして

３回にしたところです。また、教育事務所ごと

に管内の教育長会議、指導主事連絡会といった

会議がございますけれども、県全体でのその市

町村教育長会議と管内の教育長会議、そこの体

系化も図っていこうということ。さらには、例

えば別府教育事務所管内においては、管内の行

政連絡会という大変体系立った仕組みができ上

がっております。そういった事務所間でも他の

教育事務所内におけるグッドプラクティスに学

んでいこうというような促しを進めてきたとこ

ろでございます。

さらには、昨年度から地域別意見交換会とい

うことで、市町村に出向いて学校訪問、意見交

換、夜の懇親会まで含めて意思疎通を図ってい

くという取組を充実してきたところです。

課題としては、いろいろと見えてきた点がご

ざいます。今後こういった取組をさらに発展さ

せていく中で、例えば、市町村からいただく意

見についてもしっかりと施策に反映していける

ようにしていく必要があると考えています。

土居委員 県教委から降ろすだけではなくて、

市町村教育委員会からもいろんな施策のヒント

になるようなものをいただいて、それを政策で

していこうということですね。一体化した県行

政が進められるよう願っています。要望してお

きます。

麻生委員 さきほど後藤委員の質問にお答えに

なって、農業高校とか水産学科９校が取組をし

ているという話もありました。今年は国民文化

祭、それから全国障害者芸術・文化祭もあるし、

食育推進全国大会もあるわけで、高校生の出番

はたくさんあるんじゃないかなと。そういう意

味で、諸収入ですね。要は学校でつくった農産

品とか水産物とか、そういったものの販売収入

があろうかと思うんですが、そこの部分を予算

的にいくらぐらい見ているのか分かればお答え

ください。同時に、そうした国文祭とか食育推

進大会とかに総参加というような話も、これま

での、今議会での答弁でも出ているわけであり

まして、その取組について御説明いただければ。

教育委員会の予算で余り見えないもんですから、

その辺の基本的な考え方についてお伺いしてお

きます。

２点目は、おおいた子ども・子育て応援プラ

ン第３期計画の総合的な評価指標、目標指標の

中で、以前から大分県の中学３年生、自己肯定

感が非常に低いということです。自分にはよい

ところがあると思うと答えた子どもの割合と、

難しいことでも失敗を恐れないで挑戦している

と答えた子どもの割合が全国と乖離があるとい

うことです。今年は国文祭とか食育推進大会と

かあるのをきっかけにして、きっかけがなけれ

ばなかなか進まないと思いますので、とにかく

自己肯定感というものをぜひ高めていただきた

い。そういう意味でこの目標指標に対しての今

年度の予算、いろんな部分でちりばめられてい

るんでしょうけれども、特に強い思いがあれば

お話いただければと思います。

それから、さきほど民間公募校長のお話があ

りましたけれども、私は民間公募校長という新

たな仕組みを導入したことについては、やはり

フレームワークが大事だと思うんですよね。せ

っかく民間の今までにない視点から、気づかな

かった現場の先生方の御苦労とか頑張ってる部

分をどれだけ伸ばすか。先生たち頑張ってるね

っていう、褒める部分をしっかり褒めてあげな

がら、ちょっとこの辺は改善した方がいいねっ

ていうような、そのフィードバックのシステム

をしっかりと構築していくならば、一般の従来

からの先生方ももっと頑張れるでしょうし、そ

ういうフレームワークを作るためのフィードバ

ックの仕組みって言いますか、こういったもの

を作っていくことが重要だと思います。その点

についての新年度での特にフィードバックのあ

りようとか、こういうふうに改善するという思

いがあればお答えください。

森﨑教育財務課長 農場運営の関係で、収入に

ついてです。

予算概要の４０ページの一番上、財産収入の

ところに書いているんですけれども、５千万円

ぐらい毎年計上しています。これが主に農業の
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生徒が作った生産物を売却した収入になります。

それをもとに実習とかに要する経費、設備も含

めてですが、そういうものに使っています。

姫野高校教育課長 教育委員会の国民文化祭な

どに対する取組についてお答えいたします。

昨年度から地域みらいビジネスチャレンジ事

業という商業の授業で、国民文化祭、それから

ラグビーワールドカップのおもてなし人材を育

てていこうということで、今年はビジネスマナ

ーコンテストを導入して、そういった対応力、

若しくは商業系の生徒に英会話力をつけようと

いうことで、別府大学、ＡＰＵと連携して英語

力を鍛え、そして、いろんな方々にそういった

おもてなしができるように人材育成を図ってい

るところでございます。来年、再来年度と今度

は実践的に実地に出ていって、おもてなしをし

ていきたいと思っています。

また、グローバルリーダー育成塾というとこ

ろで、県下の普通科高校の生徒を３００名ほど

集めて、ＡＰＵ若しくは留学生と連携した英会

話力、３時間ぐらいオールイングリッシュで授

業、ディスカッションをするとか、そういった

方々へのおもてなし。また、活性化支援事業で、

学校では由布高校、宇佐高校等で英語を使って

いろんな地域の外国人の観光に対する対応等々。

いろんなところでおもてなしの人材、そういっ

たスキルを、意識を高めていこうと考えており

ます。

米持義務教育課長 中学生に対する応援メッセ

ージありがとうございます。３点にわたってお

答えしたいと思います。

まず一つは、今年度から始めた三つの提言重

点推進校というのがございます。８校指定しま

した。１０学級以上の規模の学校に人的あるい

は物的支援を行うということで、まだ１年たっ

ていないんですが、学校独自の調査で８校のう

ち５校が昨年度に比べて上昇したと聞いていま

す。また、１校は昨年度と変わらないというこ

と、もう１校は調査の方法を変えたので答えら

れないということでした。期待できるところで

ございます。

二つ目は、一昨年、委員に御指摘いただいた

問題データベース、今年度は数学のみでしたけ

ど、来年度は英語も取り入れてパワーアップし

ようと考えています。御期待いただけたらと思

います。

三つ目は、実は、新大分スタンダードという

のが県だけではなくて非常に県外にも知れ渡っ

ておりまして、各地から視察が増えています。

効果が出ているということでございます。これ

を中学生においてもしっかりと将来につなぐ目

当てを各時間に設定し、今の学習が今後どうい

うふうにつながるかということを１時間１時間

積み重ねていって、将来につなげていくように、

義務教育課としては授業改善に努めていきたい

と思います。

法華津教育人事課長 民間人校長活用のフレー

ムワークについてでありますけども、今、民間

人校長と県教育委員会で年２回の意見交換会を

行っています。今、委員から褒めて伸ばすとい

ったような御提言もいただきましたので、御意

見を参考に今後の民間人校長と県教育委員会の

意見交換の在り方を検討していきたいと考えて

おります。

麻生委員 ぜひ頑張ってほしいと思います。最

後のその民間人校長と、それはもう民間人校長

だけじゃなくて、現場の声をどう改善等々に取

り込んでいくかということと同じだろうと思い

ます。民間人校長からも、その辺が民間企業と

比べると非常に緩やかというか、いつ、どうい

う形でというのがシステムとしてまだできてな

い、そこが問題だというようなこともお伺いし

ております。ぜひそれをシステマチックに、い

つまでにどういう、あるいはリアルタイムで気

づいたらすぐ改善する、実践するということが

大事でしょうから、その辺は意識をして取り組

んでいただければ幸いです。

今年いろいろある事業について、そういった

ものもしっかり総参加で取り組むと同時に、産

業教育フェアも決定したわけでありますので、

そこに向けてもきっかけづくりをしながら、そ

のレガシーをまた次に残せるように、今から準

備していただくことも要請しておきます。

毛利副委員長 ほかにございませんか。
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河野委員 ６５ページの発達障がいのある子ど

もの学び支援事業費、これが中等教育の中で具

体的にどのように、いわゆる中高の連携という

形が図られるのか。ちょっと見るところ７２ペ

ージに特別支援教育支援員活用事業というのが

高校教育課予算という形で組まれてるんですが、

どうも違うんじゃないかなと思います。

発達障がいという形も、分かりやすい発達障

がいと大人になってからでなければ分からない

発達障がいというのがあります。先日も社会人

になって、すぐに仕事に出られなくなって辞め

てしまうという方、その方が結局心療内科を受

診すると、素因として発達障がいがあるのでは

ないかと言われたというようなことがありまし

た。その方の場合は、学習障がいやあるいは多

動障がいというよりは、コミュニケーション能

力の形成不全という形でチームプレーができな

いというようなこと、あるいは自分でプランニ

ングができないというような。そういう方が社

会人適性というのを欠く状態で社会の中に実は

出されたんだなということが分かったという部

分でありました。

そういった各発達障がいの見えてくる段階っ

ていうのは、年齢によって随分違うということ

も伺っておりますので、やはり中学、高校を通

じた、そういった発達障がいのある方への支援

体制というのは、今後どういう形でとられてい

くのかについてお伺いしたいと思います。

後藤特別支援教育課長 発達障がいのある子ど

もの学び支援事業ということでお答えします。

これについては、右の枠を御覧になっていた

だくとよいかと思いますが、合理的配慮の提供

ということで、今、全ての小学校、中学校、特

別支援学校等で合理的配慮の提供に努めている

ところですが、なかなかまだ保護者の御理解で

あるとか、中学生ぐらいになると御自身の御理

解というところも大事になってきます。まず保

護者に御理解をしていただき、合理的配慮を学

校に申し出ていただくということが必要かと思

っています。この保護者への障がいに対する理

解促進事業費というのは、６地域で保護者さん

が参加しやすいように、土曜日に合理的配慮に

ついての説明会を開いております。その中で小

学校、中学校等で支援できること等について御

説明しますし、高校についても合理的配慮の提

供が実施できますので、その手続等について御

説明をしています。

また、就労の場でも合理的配慮を申し出るこ

とができますので、ハローワークの方等に来て

いただいて説明をしていただいているところで

す。

姫野高校教育課長 高校の取組については、教

員の意識、スキルのアップということで、特別

支援教育課との連携強化が一番大切かなと考え

ています。

合理的配慮の支援、合理的配慮ということで、

高校は、平成２８年度は２２校６１名に支援を

行ってまいりました。今年度は２５校で８６名

ということで、合格者登校日等々で生徒保護者

に説明し、マニュアルに沿って支援を行ってい

くわけでございます。その際に、コーディネー

ターを中心として、各学校の教員で研修を行っ

て、しっかりとした配慮を行っていくというこ

とであります。また、この意識、スキルアップ

については、今後ますます図っていかねばなら

ないと考えております。

河野委員 根本的に言うと、要は、発達障がい

をいかに早く見つけ出すかっていうことが、実

はなかなか厳しいという現実にあるのかなと感

じています。その意味で医療の問題も当然そう

ですし、学校現場でいろんなコミュニケーショ

ン能力の判定をするということも必要でしょう。

そういったことで、ぜひ小学校の低学年レベル

から、早期の発見に向けた取組をしていただき

たい。こういったことを要望して終わらせてい

ただきます。

毛利副委員長 ほかにございませんか。

〔御手洗委員挙手〕

毛利副委員長 ほかにはないですね。じゃあ御

手洗委員で終わりにしたいと思います。

御手洗委員 １０３ページに国民体育大会の競

技スポーツ振興費が計上されています。大分県

スポーツの全国に対する評価をどこで見るかと

いうと、やはり国民体育大会の順位にかかって
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くると私は思ってます。そういう中で、近年、

不本意な順位に終わってます。昨年も一昨年も、

議会でも頑張る、頑張るというような形で取り

組んでいるんですが、結果的にはいい成績にな

ってない。そういう中で、来年度はどういう目

標で取り組むのか。９，６００万円の予算が上

がっておりますが、どういう順位になろうとし

て取り組んでいるのか、そこの１点だけお伺い

します。

井上体育保健課長 本年の福井国体に向けての

目標等でございますが、先日、大分県体育協会

の理事会で目標等がはっきり決定いたしました。

天皇杯順位１０位台を目指すということでござ

います。スローガンには「復活～ネバーギブア

ップ」で、これは昨年からのスローガンです。

具体的な強化法は、やはり団体競技等、活躍

が期待される競技等について重点的に強化をし

ていきたいと、継続してまいりたいと思ってい

ます。

御手洗委員 ぜひ１０位台を目指して。１０位

台を目指すためにはどうしたらいいかというの

は分かっているだろうと思いますので、目標は

目標で終わることなく、実現できるように頑張

っていただきたいなと思います。

毛利副委員長 以上をもって教育委員会関係予

算に対する質疑を終わります。

以上で、本委員会に付託された全議案に対す

る質疑は終わりました。

―――――→…←―――――

分科会の設置及び付託

毛利副委員長 本委員会に付託された議案をさ

らに詳細に審査するため、運営要領に基づき常

任委員会単位の分科会を設置し、審査すること

といたします。

お諮りいたします。

分科会の主査及び副主査には、各常任委員会

の委員長及び副委員長をそれぞれ充てたいと思

います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

毛利副委員長 御異議がないようでありますの

で、そのように決定いたしました。

本委員会に付託されました全議案を、お手元

に配付の付託表のとおり、関係分科会に付託い

たします。

分科会は、明２３日及び２６日にお開き願い

ます。

―――――→…←―――――

毛利副委員長 以上で、本日の審査日程は終わ

りました。

次回は、２８日午前１０時から当議場で開き

ます。

これをもって、本日の委員会を終わります。

お疲れさまでした。

分 科 会 付 託 表

件 名 付 託 分 科 会

第 １号議案 平成３０年度大分県一般会計予算 総 務 企 画

福祉保健生活環境

商 工 労 働 企 業

農 林 水 産

土 木 建 築

文 教 警 察

第 ２号議案 平成３０年度大分県公債管理特別会計予算 総 務 企 画

第 ３号議案 平成３０年度大分県国民健康保険事業特別会計予算 福祉保健生活環境

第 ４号議案 平成３０年度大分県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 〃

第 ５号議案 平成３０年度大分県中小企業設備導入資金特別会計予算 商 工 労 働 企 業

第 ６号議案 平成３０年度大分県流通業務団地造成事業特別会計予算 〃

第 ７号議案 平成３０年度大分県林業・木材産業改善資金特別会計予算 農 林 水 産




